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〇欠席議員（０名）

　　　　　　　　　〇　議　会　出　席　者　報　告　〇
１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。
　　　砂　　　川　　　市　　　長　　　　　菊　　谷　　勝　　利
　　　砂川市教育委員会委員長　　　　　柴　　田　　良　　一
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　　　副市長　　　　　小　　原　　幸　　二
　　　市立病院長　　　　　小　　熊　　　　　豊
　　　総務部長　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善　　岡　　雅　　文
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　　　市立病院事務局技監　　　　　中　　村　　俊　　夫
　　　総務課長　　　　　古　　木　　信　　繁
　　　広報広聴課長　　　　　湯　　浅　　克　　己
３．砂川市教育委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
　　　教育長　　　　　四 反 田　　孝　　治
　　　教育次長　　　　　森　　下　　敏　　彦
４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
　　　監査事務局局長　　　　　中　　出　　利　　明
５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
　　　選挙管理委員会事務局長　　　　　善　　岡　　雅　　文
６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
　　　農業委員会事務局長　　　　　栗　　井　　久　　司
７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。
　　　事　　　務　　　局　　　長　　　　　角　　丸　　誠　　一
　　　事　　務　　局　　次　　長　　　　　加 茂 谷　　和　　夫
　　　庶務係長　　　　　佐 々 木　　純　　人

�　　　議事係長　　　　　石　　川　　早　　苗
開議　午前１０時４０分
　　　　◎開議宣告
〇議長　北谷文夫君　おはようございます。休会中の本会議を再開します。
　本日の会議を開きます。
　議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
　直ちに議事に入ります。

　　　　◎日程第１　議案第　３号　企業立地の促進等による地域における産業集積の形
　　　　　　　　　　　　　　　　　成及び活性化に関する法律の適用に伴う固定資産税
　　　　　　　　　　　　　　　　　の課税免除に関する条例の制定について　　　　　
　　　　　　　　　　議案第　４号　砂川市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の
　　　　　　　　　　　　　　　　　一部を改正する条例の制定について　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第　５号　砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
　　　　　　　　　　　　　　　　　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第　６号　砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制
　　　　　　　　　　　　　　　　　定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第　７号　砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の
　　　　　　　　　　　　　　　　　制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第　８号　砂川市高齢者等安心住まいる（住宅改修）助成条例
　　　　　　　　　　　　　　　　　の一部を改正する条例の制定について　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第　９号　砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例の一部を
　　　　　　　　　　　　　　　　　改正する条例の制定について　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第１０号　砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促
　　　　　　　　　　　　　　　　　進条例の一部を改正する条例の制定について　　　
　　　　　　　　　　議案第１１号　中空知広域市町村圏組合規約の変更について　　　
　　　　　　　　　　議案第　１号　平成２０年度砂川市一般会計補正予算　　　　　　
　　　　　　　　　　議案第　２号　平成２０年度砂川市病院事業会計補正予算　　　　
〇議長　北谷文夫君　日程第１、議案第３号　企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関
する法律の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定について、議案第４号　砂川市行政財産の目的外使
用に関する使用料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第５号　砂川市手数料条例の一部を改正する条例
の制定について、議案第６号　砂川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第７号　砂川市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第８号　砂川市高齢者等安心住まいる（住宅改修）
助成条例の一部を改正する条例の制定について、議案第９号　砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例の一部を改
正する条例の制定について、議案第１０号　砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促進条例の一部を改正
する条例の制定について、議案第１１号　中空知広域市町村圏組合規約の変更について、議案第１号　平成２０年度
砂川市一般会計補正予算、議案第２号　平成２０年度砂川市病院事業会計補正予算の１１件を一括議題とします。
　予算審査特別委員長の報告を求めます。
　予算審査特別委員長。
〇予算審査特別委員長　小黒　弘議員　（登壇）　予算審査特別委員会に付託されました各議案に対する審査の結果
についてご報告申し上げます。
　１２月８日、９日に委員会を開催し、委員長に私小黒、副委員長に一ノ瀬弘昭委員が選出され、各議案について慎
重に審査した結果、議案第１１号には修正案が提出され、起立による採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決
定しました。続いて、議案第７号は起立により、議案第３号から第６号まで、議案第８号から第１０号まで並びに議
案第１号及び第２号の平成２０年度一般会計、事業会計補正予算は簡易による採決の結果、いずれも原案のとおり可
決すべきものと決定しました。
　以上で報告を終わります。
〇議長　北谷文夫君　これより予算審査特別委員長の報告に対する一括質疑に入ります。
　質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで予算審査特別委員長の報告に対する質疑を終わります。
　続いて、議案第７号の討論に入ります。
　発言者の挙手を求めます。
〔挙手する者あり〕
　ただいま挙手された方の中で原案に反対の討論を行う方はもう一度挙手を願います。
〔挙手する者あり〕
　土田政己議員。



〇土田政己議員　（登壇）　議案第７号　砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、反対の
立場で討論をいたします。
　この条例は、道路法施行令が改正され、道路占用料の額が見直されたことに伴い、国道に準じた額に改定をしよう
とするものでありますが、道路施行令の改正の理由は全国的な地価水準の下落への対応としていますが、地価は４割
も下がっていませんし、民地の使用料は下がっておりません。道路占用料のほとんどを占めるのは、電柱や電話柱、
電線などであり、電力会社やＮＴＴなどの大企業への負担軽減策であり、大企業優遇の何物でもありません。今回の
条例改正によって年間２５０万以上の減収になり、１０年間で２，５００万、２０年間では５，０００万以上の収入
が減り、市財政に及ぼす影響は大きいものがあり、道路占用料は市の貴重な自主財源であります。市道の管理は、地
方自治体の自治事務に属するものであって、道路法施行令は全く及ばないものであります。国が政令を変えたからと
いって、それに従う義務は全くありません。民間の農地など第１種電柱の占用料は、年間１，５００円であり、現行
の市道の占用料は年間１，０００円と民地より５割も安いのに、今回の改正で４割近くも下げれば民地の占用料にも
大きな影響を及ぼします。むしろ民地と同じ額に引き上げるべきものであります。電話会社やＮＴＴなどには法人税
も減税されており、公有財産を格安で提供する理由はどこにもありません。現行のまま据え置いている自治体もあり
ます。よって、市道の占用料を大幅に引き下げる本条例の改正に反対するものであります。
　市民の立場に立つ議員の皆さんのご賛同をお願いし、反対討論といたします。
〇議長　北谷文夫君　尾崎静夫議員。
〇尾崎静夫議員　（登壇）　議案第７号　砂川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の
立場で討論申し上げます。
　国道の占用料の額を定める道路法施行令が本年１月に改正されましたが、改正に当たっては全国の市町村の人口規
模などをもとに、などに基づき３区分し、土地価格の調査、民地における賃料水準の調査、各市町村を代表する地点
での不動産鑑定などを行うなど、各市町村の実態を踏まえて改正がなされたところであります。道路占用料の額は、
道路占用者等々に対して透明性や公正性を確保する上からも明確な基準をもって定めることが必要ですが、市有地の
貸付料のように、近傍類地の土地の評価額をもとに算定する方法では、地下埋設管や電気、電話線のように相当区間
の道路を連続的に占用するものもあることから、大量の占用物件を個々の場所ごとに価格を調査し、占用料の算出を
することは現実的ではなく、また現在の砂川市の代表的な地点の地価水準は現在占用料算定の基礎としている平成７
年度と比較して５５％以上下落している実態もあり、仮にそうした算定方法を用いたとしても下落幅を抑えるにはな
かなかつながらない状況にあります。
　また、大企業優先の措置ではないかと指摘がありますが、電気通信施設は市民生活に欠かせない基盤となる施設で
あり、経済効果が劣る地域においても電気の供給が行われており、今後においても安定的にサービスが供給されるこ
とが必要であります。
　以上のことから、国からの通達の趣旨も踏まえて北海道を初め道内各市は国、道に準じて占用料の額を定めてお
り、減収となることは甚だ残念でありますが、やむを得ないと考えるものであります。
　委員各位の賛同をよろしくお願いし、賛成の討論といたします。
〇議長　北谷文夫君　これで討論を終わります。
　これより、議案第７号の採決をします。
　本案を、予算審査特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
〔起立多数〕
　起立多数であります。
　したがって、本案は予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。
　ここで、申し上げます。
　議案第１１号について小黒弘議員外１名から修正の動議が提出されております。
　暫時休憩をいたします。
休憩　午前１０時５０分
再開　午前１０時５２分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を開きます。
　ただいま配付しました修正案を本案とあわせて議題とします。
　提案者の説明を求めます。
　小黒弘議員。
〇小黒　弘議員　（登壇）　議案第１１号　中空知広域市町村圏組合規約の一部を変更する規約の修正案に対する提
案説明をいたしたいと思います。
　まず、議案、原案中の第１６条第１項中、前条第３項の規定にかかわらず、基金はとありますが、この「基金は」
を「基金の４０％は」と改め、当該市町村が現に出資している額を上限として処分することができるの部分の「が現
に出資している」を「の基金出資限度比率により算出された」に改め、当該関係市町の基金出資限度比率により算出
された額を上限として処分することができるというように改めるものです。
　それでは、これから提案説明を行ってまいります。ふるさと市町村圏基金は、構成する５市５町が一定の割合で公
金、税金とも言ってもよろしいですけれども、それぞれ出資し合って、その運用益で事業を行っているものです。原
則的には、基金の取り崩しは組合を解散する場合であるはずだと考えます。ところが、提出された議案は、財政再生
団体となるおそれがある関係市町が再生団体となることを回避するために基金の取り崩しを可能とするものです。困
っているところを助けたいとする気持ちはわかるし、私も理解しているつもりであります。しかし、取り扱うお金が
市民の税金であるので、砂川市民に不利益を与えることがないように議会は慎重な審議が必要であると思っておりま
す。現在基金は、１０ある関係市町が一定の割合で出資した９億円と北海道が出資した１億円の合わせて１０億円が
あります。そのうち４億円は国債、６億円を国際復興開発銀行のユーロ債を買え、買い、運用し、事業を行っていま
す。ユーロ債は３０年満期で、３０年後には元本６億円が戻ってくるし、利率は３．８％と高いので、基金の取り崩
しや組合の解散がなければ有利な運用であると思います。しかし、問題は、サブプライムローンから始まった現在の
世界金融危機にあります。６億円のユーロ債は、利率や３０年満期前の早期償還を円対ドルの為替レートに多く影響
を受ける仕組みとなっている商品であり、現在の急激な円高状況では売れば損失を出してしまいますので、現金化は
できません。となれば、今回の議案を認めた場合、取り崩し可能な４億円の中での取り崩しとなります。例えば要望
書を提出している芦別市、赤平市、歌志内市、上砂川町の３市１町の取り崩し限度額は３億３００万２，０００円と
なります。あわせて、財政状況が厳しい道が出資している１億円の返済を、返還を望んだ場合、残りは現金化できな
い６億円が残るだけです。６億円のユーロ債は、円安が大幅に進み、早期償還が可能とならない限り３０年間は次の
取り崩しができない状態にあります。この事態を説明する上で現実とは、現実的とはなってほしくはありませんの
で、余りよい例ではないのですが、仮に砂川市の財政状況が悪化し、この基金の砂川市分８，３３８万３，０００円
を取り崩したいと思っても崩せる現金がないことになってしまいます。つまり原案どおりに基金の取り崩しを認める
ことは、早く取り崩しした自治体の早い者勝ちになりますので、このような状況は避けなければならないと考えま
す。
　それでは、どうすればよいのか、そこが修正案の意味するところであります。１２月段階で道債から国債に買いか
えた４億円は、すぐにでも現金化できるので、取り崩しは基金の４０％の範囲で行い、取り崩せる額は関係市町が出
資している出資比率によって算出された額を上限とするとすれば、構成している市町のいずれもが不利益をこうむる



ことなく基金の取り崩しができると考えます。
　以上、修正案の提案理由を申し上げましたが、議員各位のご賛同をお願い申し上げます。
　また、提案した修正案に対する質疑をいただければ、適切な答弁に努めてまいりたいとも思っておりますので、よ
ろしくご審議のほどお願い申し上げます。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　これより修正案の質疑に入ります。
　質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　続いて討論に入ります。
　討論はありませんか。
〔挙手する者あり〕
　ただいま挙手された方の中で原案に賛成の討論を行う方はもう一度挙手願います。
〔挙手する者あり〕
　次に、原案及び修正案に反対の討論を行う方はもう一度挙手を願います。
〔挙手する者なし〕
　次に、修正案に賛成の討論を行う方はもう一度挙手を願います。
〔挙手する者あり〕
　武田圭介議員。
〇武田圭介議員　（登壇）　私は、議案第１１号　中空知広域市町村圏組合規約の変更について賛成の立場で討論を
申し上げます。
　中空知広域市町村圏組合規約の変更については、総務省がふるさと市町村圏基金の取り崩しを認めるとしたことか
ら、赤平市、芦別市、歌志内市、上砂川町から産炭地域は厳しい財政状況にあるため各市町の出資額の範囲内で基金
の取り崩しを認めてほしいとの要望書が出され、検討が進められたものであります。検討の結果として、取り崩しに
ついては財政再生団体となることを回避するためとの厳しい条件により認めることとしたものであり、このため新た
に基金の処分の特例として規約の変更を行うものであります。中空知広域圏を構成する市町として、仲間である近隣
市町が財政再生団体になるという厳しい状況になることを避けるため、協力できる手段であると考えます。規約の改
正につきましては、構成市町の議決を得て北海道知事へ協議書を提出するものでありますので、この規約の変更につ
いては認めるべきものと考えます。
　議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げ、賛成の討論といたします。
〇議長　北谷文夫君　沢田広志議員。
〇沢田広志議員　（登壇）　議案第１１号　中空知広域市町村圏組合規約の変更についての修正案の賛成の立場で討
論いたします。
　賛成討論の趣旨は、修正案の提案説明のとおりであります。砂川市民の税金が中空知広域市町村圏組合の基金とし
て投入されている以上、市民に不利益となる可能性を極力少なくなるよう努力するのが議会の役割だと考えます。
　よって、構成市町が同じ条件のもとで基金の取り崩しが可能となる修正案に賛成の立場で討論いたします。
　議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
〇議長　北谷文夫君　これで討論を終わります。
　これより採決します。
　初めに、議案第１１号の修正案について起立により採決します。
　本修正案に賛成の方は起立願います。
〔起立少数〕
　起立少数であります。
　したがって、修正案は否決されました。
　これより、議案第１１号の原案について起立により採決します。
　本案を、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
　起立多数であります。
　したがって、本案は原案のとおり可決されました。
　続いて、議案第３号から第６号まで、第８号から第１０号まで及び第１号、第２号の討論に入ります。
　討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論を終わります。
　これより、議案第３号から第６号まで、第８号から第１０号まで及び第１号、第２号を一括採決します。
　本案を、予算審査特別委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、予算審査特別委員長の報告のとおり可決されました。

　　　　◎日程第２　一般質問
〇議長　北谷文夫君　日程第２、一般質問に入ります。
　質問通告者は８人であります。
　順次発言を許します。
　一ノ瀬弘昭議員。
〇一ノ瀬弘昭議員　（登壇）　おはようございます。それでは、既に通告してあるとおりに一般質問をさせていただ
きたいと思います。
　私の今回の質問は、大きく２点であります。機会があれば、たびたび行っております学童保育の関係について１点
目にお伺いするわけであります。砂川市は、１年間の空白があったものの、平成１６年４月にこれまで留守家庭保育
事業として市内２カ所に設置されていた竹の子ホームを放課後児童健全育成事業に移行させ、学童保育を設置いたし
ました。今年度の事業満了で、実に５年が経過するわけであります。この間学童保育へのニーズが高まり、当初市内
２カ所に設置していた施設を中間で４カ所に増設し、また利用者も急速にふえて現在に至っております。
　そこで、幾つかお伺いしたいわけでありますが、まず小さな１点目としては、北海道が示す事業主、いわゆる砂川
市でありますけれども、この事業主と利用者の望ましいとされる負担割合を基準に利用料を試算した場合、その望ま
しい利用料とは幾らになるのですか。これは、私がことしの予算委員会の中でも質疑申し上げていますけれども、こ
こでの答弁では事業主、それと利用者、２分の１ずつのいわゆる５０％、５０％の負担が望ましいというご答弁をい
ただいておりますので、その数値になろうかと思いますが、お伺いしたいものであります。
　続いて、（２）番目であります。今ほどお聞きしました望ましいとされるその利用料と現行の利用料に乖離が生じ
ていると思いますけれども、市としてこのことをどのように考えておられるのか端的にお伺いするものであります。
　続いて、（３）番、冒頭に申し述べさせていただいたように、学童保育を設置して５年が経過いたしますけれど



も、そろそろ私は北海道が示すその望ましいとされる負担割合に基づいた利用料への見直しをしてもよい時期ではな
いかと考えます。市としての考え方をお伺いいたします。
　続いて、これも何度もお伺いしているところでありますけれども、公営住宅についてであります。現在市内には市
営住宅８９８戸、改良住宅５７０戸の公営住宅があります。これらの公営住宅に対し、幾つかお伺いするものであり
ます。（１）番目といたしまして、道営住宅を除くこれら合わせて１，４６８戸の公営住宅の一部に他の市町村から
転入を希望する方々向けの転入者枠を創設できないか、その考え方についてお伺いいたします。
　続いて、（２）番目であります。公営住宅の修繕関係について、私が過去的に平成１５年の９月議会、あるいは平
成１８年３月議会などといった場合に一般質問を行い、そのご答弁の中で屋根や壁等の恒常的な修繕は多額な経費を
要するので、計画的に実施していきたい旨のご答弁をいただいておりますけれども、そのご答弁に立った上でその後
の進捗状況がどうなっているのか、またそのスケジュールについてお伺いいたします。
　私の質問の最後ですが、（３）番目で、以前、冒頭に申し述べさせていただいたとおり、一般質問を初め各種予算
審査特別委員会や決算委員会などで幾度となく質問させていただいた玄関入り口の段差修繕及び高齢者向けの１階部
分への手すりの設置の件ですけれども、現在までどの程度進んでいるのか、その進捗状況と今後の計画についてお伺
いし、私の一般質問の１回目とさせていただきます。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長　井上克也君　（登壇）　大きな１の学童保育利用料の引き下げについての（１）から（３）についてご
答弁を申し上げます。
　初めに、（１）の望ましい保育料についてご答弁申し上げます。学童保育運営費の負担割合については、平成１８
年度に国から示されたところであり、その内容は保護者が運営費のおおむね２分の１を負担し、残り２分の１は事業
実施市町村において負担するというものであります。そこで、市直営施設である中央学童保育所及び南学童保育所に
おける過去２カ年の実績で申し上げますと、平成１８年度決算では運営費総額１，７００万７，９０７円に対し保護
者負担の２分の１で試算いたしますと１人当たり保育料月額１万２，６００円となり、平成１９年度決算では運営費
総額１，５０５万１，５９４円に対し保護者負担２分の１の試算では１人当たり保育料月額９，０００円となりま
す。
　次に、（２）、保育料の乖離を市としてどのように考えているのかについてご答弁申し上げます。学童保育所は、
平成１６年度に通年保育料月額１万円で開設し、現在に至っておりますが、運営費総額に占める保育料の負担割合
は、南学童保育所開設年次である平成１８年度が保護者負担３９．５％、市負担６０．５％、平成１９年度が保護者
負担５５．３％、市負担４４．７％であり、保護者負担割合おおむね２分の１から申し上げますと、妥当な範囲であ
り、適正な保育料と考えております。
　次に、（３）、道が示す負担割合に基づいた利用料の見直しをしてもよい時期との考えでありますが、（１）でご
答弁申し上げましたとおり、運営費のおおむね２分の１を保護者の負担で賄い、残り２分の１は実施市町村において
負担することとしておりますが、平成１８年度及び平成１９年度の負担割合の状況、さらには本年度、平成２０年度
においても保護者負担及び市負担の割合はおおむね２分の１程度の見込みであり、現段階において見直しをする方向
にはございませんので、ご理解を賜りたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　建設部長。
〇建設部長　西野孝行君　（登壇）　ご質問の大きな２の（１）、転入者枠を創設することのご質問についてご答弁
申し上げます。
　公営住宅に市外からの転入者枠を創設することについては、公営住宅法において公営住宅の入居対象者は住宅に困
窮する低所得者と規定されており、具体的な入居資格要件として、同居親族要件、入居収入基準、住宅困窮要件の３
つの要件が規定されておりますが、事業主体がこれらの要件に加重し、上乗せすることについては法の趣旨、目的に
照らして適切な範囲においてのみ可能とされております。例えば税金を滞納していない者という要件を付加すること
は認められておりますが、一部の住宅であっても市外からの転入者のみ入居できるとする入居資格要件を付加するこ
とは認められないこととされております。また、特別の事由がある者を特に住宅に困窮する者として一般の住宅困窮
者より優先して入居させるため、特定目的公営住宅として管理するものがありますが、国の通達において特定目的公
営住宅として優先入居の取り扱いができるものは母子世帯向け公営住宅、老人世帯向け公営住宅、心身障害者向け公
営住宅など範囲が定められており、ご質問の市外からの入居申込者については優先入居の取り扱いについても認めら
れていないことをご理解いただきたいと存じます。
　次に、大きな２の（２）、市営住宅、改良住宅の屋根や壁などの修繕の進捗状況と今後のスケジュールについての
ご質問についてお答え、ご答弁申し上げます。現在の市営住宅の管理戸数は、ことし新築したものを含めて１，４８
６戸でありますが、このうち耐用年数を経過した老朽住宅等を除き、鉄筋コンクリート造の住宅は今後も長期に維持
管理をしていく計画にあり、適切な維持修繕が必要となっております。ご質問の屋根や壁の修繕、屋内の配水管取り
かえ等の工事については、費用も多額にかかることと国の補助制度がなく、市の単独事業となるため、市営住宅の収
支状況等からこれまでは対症療法的な修繕で対応し、大規模な修繕工事については着手できない状況が続いておりま
したが、鉄筋コンクリート造の住宅については最も古いもので耐用年数の半分を経過しつつあるため、良好な住環境
の保全と長寿命化によるコスト縮減を図るため、平成１９年度より東町団地の屋内配水管の改修工事に着手し、本年
度は２棟目を実施したところであります。また、本年度は寺町団地の屋根改修工事に着手したところであります。今
後のスケジュールにつきましては、市営住宅の収支状況を踏まえた上で対応していくこととなりますが、住宅の建設
年度や屋根などの損耗度などを勘案した中で順次対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたし
ます。
　次に、大きな２の（３）、玄関入り口の段差修繕及び高齢者向けの１階部分の手すり設置についてご答弁申し上げ
ます。高齢者向けの手すりの設置等の高齢改善事業は、平成１５年度から国庫補助を受けて実施しており、１階の内
部を中心に段差の解消、手すりの設置、ドアノブの取りかえなどのほかに、１階の共同玄関についても手すりの設置
を行い、高齢者の自立生活の支援と質の確保を図っているところであります。これまでに寺町団地、東町団地で実施
し、現在は宮川中央団地での工事を進めておりますが、今年度までに１０４戸を実施したところであります。また、
玄関入り口のコンクリート平板と玄関ポーチの段差の修繕につきましては、平成１８年度から宮川中央団地において
実施しておりますが、まず段差が大きくなっていた２０カ所を実施し、その後平成１９年度からは段差の状況に応じ
て高齢改善工事にあわせて実施しているところであります。今後においても段差の状況を見ながら高齢改善工事にあ
わせて実施していく考えでありますので、ご理解をお願いしたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　一ノ瀬弘昭議員。
〇一ノ瀬弘昭議員　それでは、２回目の質問になるわけであります。まず、２点目にお伺いしました住宅関係なので
すけれども、１点目の私がお伺いしましたいわゆる転入者枠というのは、公営住宅法の３つの要件、さらにはそれに
付加させたような形という状況から見ても、それはちょっと法的に難しいのではないかというようなことで、これは
わかりました。これについては、私も所管の関係にもかかわってくるので、もうこれ以上はお話はしないのでありま
すけれども、その取り扱いの中で許される範疇であればお願いしたいなということを申し述べておくにとどめておき
ます。
　それと、公営住宅の屋根だとかの補修です。これ実は平成１８年の第１回定例会のときに私が一般質問した部分の
議事録、会議録なのですけれども、ここでは多額の費用を要するので、結果的には私が、私はですよ、私が言ってい
ることはわかるのだけれども、今はちょっとできないのだという、先ほどのご答弁にも長らく実施できなかったとい



うことを触れられていたので、そういう状況だったのだけれども、耐用年数から考えてももう直さなければならない
時期だよということで直し始まっている、修繕し始まっているということについては、率直、これまで私無理なこと
は言ってきていないつもりだったものですから、そういった部分が取り入れられてきたなというような部分ではうれ
しく思っています。やっぱり修繕なりというのは、緊急的な、緊急性を持った修繕と恒常的な維持管理的な部分の管
理での修繕というのはちょっと違っていまして、車でいう、私たち車で通勤したりなんかいろいろしていますけれど
も、車というのもオイル交換しないとエンジンそのうちだめになって、二、三千円のオイル代をけちったために３０
万円のエンジンを直す、または載せかえるお金がかかってしまったということにあるように、屋根の塗装しなかった
がためにトタンが穴あいて、これ前も言ったのですけれども、トタンが穴あいてトタンのふきかえをしなければなら
なくなった、またはその下地まで交換しなければならなくなったといったら、やっぱり１０倍も２０倍もお金がかか
っていくということになってしまいますので、そういった観点に基づいて、今吉野の住宅も新しく建ってきました
し、三砂のふれあい団地もあります。今度は石山という形になると思うのですけれども、この恒常的な維持の修繕と
いうのは未来永劫にとまでは言いませんけれども、ややそれに近いぐらいかかわってくることだなというふうに思い
ますので、そういったことを念頭に据えた中で今後取り組んでいっていただきたいなということで、私もこれで１つ
取り上げなくてよくなったなと思ってちょっと安心しているのですけれども、これまでちょっと長いことずっと取り
組んできていたので、そんな気持ちでいます。
　それと、次にお伺いしました手すりの設置だとか、玄関の入り口の段差ということで、平成１８年、私が質問し始
めてから実に２年半だったのですけれども、本当によかったなというふうに思っています。私の意図したところは、
全部直したほうがいいですよというふうに言ったわけでも何でもなく、先ほどご答弁にあったように、本当にひどい
と思われるその２０カ所というのを先に直しましたよというご答弁あったのですけれども、本当にそれでいいのだと
思うのです。本当にこれはだれが見ても絶対危ないなと、危険だなと、足でも骨折したりするであろうというところ
をまず最初に直しておいて、そうでないところはちょっと我慢しておいてもらうということになるのだけれども、何
かとあわせて修繕していくという、本当に望ましい姿だなというふうに、すぐにできればいいのですけれども、そう
はちょっとならないものですから、私はそういったことでいいのではないかなというふうに思っていますので、この
件につきましては特段何かあれば別ですけれども、形として見えてきまして、もう言い始めてから４年間になる、４
年になるわけですけれども、これについてもひとつ私としては、このことについては一定の成果があったという、成
果ということは住民の皆さんにとってのですけれども、そういうふうなことがあったので、本当に安心したなという
ふうに思っていますので、今後恐らくは何かない限りはこのことについては質問することはないのでないかなという
ふうに思っています。
　それから、私のこのライフスタイルでもあるこの学童保育なのですけれども、ご答弁の中でまあまあもっともだな
という、普通に聞けばもっともだなというご答弁があったのですけれども、平成１８年、これは道が示すところの望
ましい金額がどうなのという問いに対するご答弁では、平成１８年には１，７００万何がしがかかったので、率にし
て３９．５％しか利用者は負担していなくて、逆に６０．５％を市が負担していたのだよということ、１９年度につ
いては５５．３％で、利用者のほうが負担が大きかったよということで、これ両極端の数字を出されたのですけれど
も、全然これ両極端でないのです、私が思うには。実は、この１８年度というのは前回の質疑、総括での質疑でも明
らかなとおり、これ初期投資があったのです。２カ所から４カ所に学童保育をふやすときに、元保育所として使われ
ていた南保育所、旧、そこを学童保育所にするために備品購入だとか、中身をちょこっと直したりだとかという経費
が含まさっているものだから、結果的に３９．５％ということになっているのですけれども、それが仮になかったの
だとしたならば、５５％前後の推移になっているのです、これ、私の計算上。
　そして、平成１８年、１９年ということでお話しいただいたのですけれども、実はここもひとつうまいテクニック
でご答弁されたなというふうに私は思っているのですけれども、１７年度も実は５５％なのです、利用者の負担割合
というのが。ですから、私の計算でいえば、１７、１８、１９、もっと言えば決算は出ていないので、明らかなこと
は言えませんけれども、見込みでいっても２０年度、この２０年度ですよ、この２０年度についても５５％以上、私
の計算では恐らく５７％以上いっていると思います。そういう計算になっているのです。
　ですから、私、市長、無理難題は絶対言わないのです。できる範囲内でということなのですけれども、一つ、でき
る範囲内の中の一つに道が示す５０％、５０％という考え方があります。これは、当初平成１６年の砂川市が開設し
たときというのは、その話というのはなかったのです。北海道からの示されるものというのは、何ひとつなかったの
です。そこに１つあったのは、事業主は利用者に対して一部の負担を求めることができるという定義しかなかったも
のですから、明らかではなかったのですけれども、この１８年のたしか９月でしたか、ご答弁には１８年としかなか
ったのですけれども、私はちょっと９月だとちょっと記憶して、９月２０日ですね、９月２０日にその根拠というの
を政令市及び中核市の担当者会議が開催されということで２分の１、２分の１ということが示されたというふうにな
っているのですけれども、ここの５０％という考え方が私非常に重要だなというふうに思うのです。事細かく聞いた
のは、平成１９年の部分で５５．３％、ということは５．３％、たかだかです。たかだか５．３％かもしれませんけ
れども、この５．３％という部分について利用者が多く払っているのです。その金額が幾らなのといえば、先ほどご
答弁にあったように９，０００円なのです。ということは、今１万円ですから、１，０００円の差が出ているので
す。この５．３％で１，０００円の差が出ているということなのです。ということは、どういうことかというと、仮
に１８年度に初期投資がなかった場合、なかった場合としてお話しすると、１７年の５５．０％、１８年の部分でい
うと５５％前後、そして１９年の５５．３％、２０年度の、私の計算によるところの２０年度の五十数％、５７％ぐ
らいだと思うのですけれども、そうやって考えると、少なくてもこの４年間、百歩譲りましょう、１８年度のこの当
初、初期投資があったとして３９．５％なので、その分は僕百歩譲ります。であっても、残りの３年分というのは
１，０００円なり何がしというの多いのです、利用者のほうが負担が。
　ですから、私が言うのは、これを何も負担割合を逆にして市の負担を多くして利用者を軽減してほしいよというこ
とを僕言っているのではないのです。そうではなくにして、これまでもう４年も５年もやってきて学童保育というの
はもう砂川市のこれ市長のこれ目玉なのです、これ。今すごく喜ばれています。それなので、最低限ここからスター
トしてみませんかということを僕今提案します。今まで多くいただいていたであろうその保育料の分、５％なり５．
何％なりという多かった部分、この部分を仮に１，０００円なら１，０００円でもいいでしょう。その分を引き下げ
ることによって、道の負担割合である５０％ずつになるのです。なるのだけれども、市の負担のほうがこれからふえ
ていって損するよということではないのです。なぜならば、１８年度、１９年度、１７、１８、１９、２０年度のい
わゆる剰余金みたいなものがあるわけ、あるということはないですけれども、もう、もうないですけれども、形上そ
ういう格好になっていて、その分を、これまでの分を私返還する考えはないですかとかということは一切僕は考えて
おりません。ただ、道が示す水準である５０％に近づけるのであれば、今の金額より１，０００円程度は下がるので
はないかな、もう５年たっているので、経過はこういう形で１９年度より２０年度のほうが利用者さんもふえていま
すから、これから学童保育への利用者ががくっと減っていくということは僕は想定していないのです。多分担当の
方々も多分それは想定していないと思いますので、これをいい機会にとらまえて、たかだか５．何％かもしれません
けれども、その分をきちっと５０％に近づけて、砂川市は子育てに一生懸命だなと、そう思われるような学童保育に
していっていただきたいなというふうに思うのですけれども、その辺のお考えを市長にお伺いしたいと思います。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長　井上克也君　ただいま議員のほうから、平成１７年度等の数字的なお話もございました。ご承知のとお



り、この学童保育事業につきましては、平成１６年度に新たにそれまでの事業から転換をして新しく開始した事業で
ありまして、当然その際には新規条例ということで議会で慎重なご審議もいただいて、また保育料についてもご決定
をいただいたところであります。
　また、ただいま議員のほうからは、これからも学童保育、これらの保育児童数については当然伸びていくだろうと
いうようなお話もありましたけれども、基本的にはこれまでも学童保育を利用したいという保護者のそういった考え
に基づいて２カ所から４カ所に施設も拡大してまいりました。今後ともこれらの保護者のご要望、利用したいという
ことについては、定員数ありますけれども、その定員数の枠の中でやっていけるだろうと思っています。ただ、この
児童数でありますけれども、仮にその年、その年で何らかの事情によって、議員のほうは減ることはないというよう
なお話もありましたけれども、私ども常に必ず保護者の申し込みに対応していく、場合によってはその年度によって
はお預かりする児童数が減ることはあるかもしれない、それにしてもかかる運営費については当然市でもって負担を
していくわけですから、それは数字を見まして仮に何対何というご議論あるかもしれませんけれども、その年度によ
っては保育する児童数によって保育料という２分の１に相当する分もいろいろ増減があるというようなことはぜひご
理解を賜りたいと思います。
　それから、平成１８年度には南保育所の施設の初期投資、そういったものもありますというお話もありましたけれ
ども、これが仮に施設にかかわる改修等の経費、これらを除いた場合のそれではその負担割合というのはどうなるの
だろうというようなことでいけば、平成１８年度におきましては保護者の負担が４６．８％、市の負担は５３．２％
ということですから、施設の開設に向けた初期投資を除いたとしてもこの年については市の負担でいうと若干保護者
負担を上回ったという経過がございます。また、各年度のお話もありましたけれども、平成１６年度から平成１９年
度までの４年間のトータルで申し上げますと、これまた施設にかかわる準備費、初期投資の部分は除きますけれど
も、これらを４年間トータルで考えたときにその割合といいますと、保護者負担がまさに４９．９、市の負担は５
０．１と、このようなことからその負担割合で、年度のお話もありましたけれども、トータル的にぜひこの辺の負担
割合についてはご理解を賜りたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　一ノ瀬弘昭議員。
〇一ノ瀬弘昭議員　もっともなご答弁をるるいただいたわけですけれども、ここで私はちょっと下がらないのです。
実は、この最後に教えていただいた、ご答弁いただいた４９．９％保護者負担、５０．１％の市の負担といいます
か、公費負担という部分については、これ１６年度の、だって市が言ったのです、これ、設置するときに。１万円と
いう金額でまずスタートさせてくださいと。どれだけの人が利用されるかわからないので、まずは１万円でスタート
させてくださいと。その事前のアンケートでは、１９人の方が利用したいというアンケート出ていたのです。そし
て、ふたをあけてみたら、２１人の利用だったのです。実に誤差は大したないのです。２人なのです。なのです。そ
んな中でいろいろやっていって、１年目はまずわからないということで、今まで竹の子ホームというのはやっておら
れましたけれども、学童保育というのはやっていなかったということからすれば、やっぱりこれは未知の世界だった
し、妥当だったのでしょう、きっと。私修正案も出させていただきましたけれども、あの当時。それはさておいて、
市の始めた１万円というのが妥当だったのでしょう、多分。だったのでしょう。でも、まず始めました。そのときに
保護者に対する説明の中で、まず１万円という金額ありきではないのだよと。まず、これでスタートはするのだけれ
ども、利用者数がどんどんふえてくれば、それだけやっぱり安くご提供できるのだと思うのだという説明をしている
のです、各場所に行って、担当の方が。しているのです。ですから、そのつもりでやっぱりいるのです。だから、今
でもその利用者なりに対して冷たい市ではないというふうに思っているのです、皆さん。いつかは下げてくれるだろ
うという、そういう淡い期待も持っているのです。この１，０００円というのは、結構大きな金額で、今１人当たり
１，０００円、その子育て世代の１，０００円というのは本当に大きなものでありまして、その辺を、これ私先ほど
から言っているのですけれども、全然無理のない金額ではないかなというふうに思うのです。また、北光や空知太で
も一生懸命頑張っておられますけれども、本当に低料金で頑張っておられます。頑張っておられますけれども、その
分との差というのも１，０００円引き下げたとしても５００円引き下げたとしてもその差というものは結構あります
から、その辺での問題もないのかなというふうに思うものですから、ぜひとも検討をお願いしていただきたいなとい
うふうに思うのですけれども。
　いずれにしましても、私見当違いというか、間違っていたのであれば、その部分については私率直に謝罪を申し上
げますけれども、先ほど言った１８年の部分、これ実は私五十数％だろうというお話をしたのですけれども、実は４
６．８％だったということで、実に５０％にも３．２％ほど満たっていないという意味では私の言っていることが間
違っていましたので、この部分は撤回、謝罪を申し上げたいと思います。そうではないにしても、これまでのトータ
ルとしましては、様子を見た１６年度、これも一緒に見てもいいのでしょうけれども、私はその様子を見ながらも学
童保育が軌道に乗っていった１７年度ぐらいから見ますと、１７年度というのも５５％になっていますし、１８年度
は先ほど言ったような理由で４６．８％だったのかもしれませんけれども、１９年度についてもまた５５．３％とい
う形になっていますし、２０年度見込みについても明らかに１９年度より登録のされているいわゆる生徒さんといい
ますか、子供さんが多いわけですから、このパーセンテージというのは恐らく上がっていって当然だろうなというふ
うに思っているもので、私はあくまでも無理難題なことは言っていないと思うのです。この５％なり３％なりの範疇
で市がより負担しなさいよということではなく、その５％、何％という道が示すその負担割合の範疇の中で何とか助
けてあげられないかなというふうに思うものですから、市長のちょっとお考えを再度これお伺いしたいなというふう
に思っています。
　以上、いろいろお話ししたいこともあるのですけれども、今回の主たる目的はその辺にありますので、ぜひとも市
長の前向きな子育て世代の方々に対する温かいこのせっかくの施策でありますから、もう５年たちましたし、そろそ
ろ見直す時期ではないかなというふうに思うものですから、その辺を踏まえましてご答弁をいただければというふう
に思っています。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長　井上克也君　学童保育の関係でございます。参考までに申し上げますと、平成１６年からスタートした
というお話をさせていただきました。このとき公設の施設といたしましては、砂川市福祉センターを活用した中央学
童保育所１カ所でありました。この平成１６年度のときには、平均で２３．８人という年間の平均利用率でありま
す。月々２３名ないし２４名の方々という状況であります。平成１７年には、これが平均しまして５０名の方がこの
学童保育を利用されるというようなことから、市といたしましては施設が手狭であるというようなことから、南学童
保育所を開設いたしまして、公設として２カ所平成１８年度から運営しております。平成１８年度は、平均で７１．
６人まで増加いたしました。また、平成１９年度は８３．８名までというようなことで、子育て支援というようなこ
とではこれらの需要に市としては十分今後とも対応していきたいと考えますし、先ほど議員さんおっしゃられました
今後においてもというお話では、恐らくこういった学童保育、これらの需要は高まっていくのだろうと思います。こ
れらをやはり継続してしっかりとその保護者の期待にこたえるためには、しっかりした運営をしていく、お子さんが
やはりふえればそれなりのやっぱり人的な配置も含めてそういった運営にかかわる施設等も充実していかなければな
らない、そういう考え方でおります。
　そこで、保育料の負担割合の関係でございますけれども、先ほど申し上げましたこれまでの経過を見ましても、そ
の負担割合について乖離という言葉もございましたけれども、市としてはこれらの割合については妥当な範囲という
ふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。



〇議長　北谷文夫君　午後１時まで休憩いたします。
休憩　午前１１時４７分
再開　午後　１時００分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を開きます。
　休憩前に引き続いて一般質問を続けます。
　武田圭介議員。
〇武田圭介議員　（登壇）　それでは、既に通告してありますように、大きく３点にわたって市の見解を伺います。
　大きな１点目は、高齢者福祉サービス事業の拡大についてであります。全国的に少子高齢化が叫ばれている中、砂
川市においても子供が減り、高齢者が増加し、市内の高齢化率が年々上昇しています。必要な高齢者福祉サービスの
維持は当然ながらも、これからますます重要性が高まる高齢者福祉をどのように考え、高齢者とその家族の状況など
について常に把握しておくことと新たなニーズについての調査を行うなど、行政がかかわりを持つ必要性は従来より
もさらに大切なことになってくると考えます。そのような観点から、これからの高齢者福祉サービス事業の拡大につ
いてどのように考えているのか伺います。
　大きな２点目は、市内道路の維持、管理、補修などについてであります。自家用車を持つ家庭が昔に比べ圧倒的に
増加し、近年では１家族の中でも複数台の車を保有することも珍しくありません。広大な面積を有する北海道にあっ
ては、地域交通、日常生活の足として車とは切っても切れない関係があります。車をスムーズに運行させるために道
路状況を常に把握し、良好な状態を保つことが求められています。
　そこで、恒常的な道路パトロールなどの取り組みに加え、市内外の民間事業者などと協定を結び、道路の異常や除
雪の不備を発見した際には迅速に連絡が入るといったような民間との協力、連携体制を構築することも必要になって
くると考えますが、どのように考えているのか伺います。
　最後に、大きな３点目は、農商工連携による地産地消の発展拡大についてであります。今食の安全が全国的に注目
されています。食は、人の生命を維持する上でも欠かせないものであります。ここ数年前から食品偽装問題や使用し
てはならない薬品等を使用した外国産の加工食品などが大きく報道でも取り上げられ、消費者の食に対する関心は非
常に高まっているところです。しかし、そのような食の安全が注目される一方で、日本の食料自給率は低下の一途を
たどるというゆゆしき現状が続いています。当市は、行政面積が狭く、近隣市町と比較すると農作物の作付面積は小
さいですが、農に限らず各分野でよく言われるように異業種との相互交流や相互補完、あるいは各種団体が受け持つ
役割分担による連携、製品のブランド確立による高付加価値化の実現を目指すことを通じて農業を経済活性化の主た
る軸に置くことも可能であると考えます。
　そこで、以下について伺います。（１）として、地産地消の枠組みを拡大し、例えば地魚地消と呼ばれる海沿い地
域との相互交流と相互補完を行い、それぞれが自分のまちにある安全な食を提供し合うことが大事なことと考えま
す。そのような観点から、まちにとって新たなにぎわい創出の端緒とするべく行政も積極的にかかわっていくべきと
考えますが、どのように考えているか。
　（２）として、生産者である農家と消費者である市民との交流を深めるため、生産者団体と生産者の強力のもと市
民と対話の機会を設け、食の安全、地産地消、新規就農など農業について大きく関心を持ってもらえるように行政も
積極的にかかわっていくべきと考えますが、どのように考えているか。
　以上のことをお伺いして、１回目の質問とします。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長　井上克也君　（登壇）　大きな１の高齢者福祉サービス事業の拡大についてご答弁を申し上げます。
　現在本市では、高齢者福祉サービスといたしまして介護保険の給付対象とならない要援護高齢者等に対し在宅福祉
サービス事業、施設サービス事業のほか、高齢者の生きがい活動及び健やかで活力ある地域づくり推進のための助成
事業及び社会福祉協議会による高齢者サービス事業の４事業を実施しております。事業ごとに概要を申し上げます
と、１点目の在宅福祉サービスとしましては、生活支援ホームヘルプサービス、在宅老人給食サービス、配食サービ
ス、紙おむつ利用券交付、除雪サービスなど１０事業、２点目の福祉サービスといたしましては、道内各養護老人ホ
ームへの施設入所、３点目の助成事業といたしましては、敬老助成券交付事業、老人クラブ敬老旅行助成事業、老人
クラブ等運営費助成事業など４事業、４点目の社会福祉協議会による事業といたしましては、市民ふれあいサービ
ス、日常生活用具貸与事業、地域福祉権利擁護事業、小地域ネットワーク事業など７事業、合計２２の事業を実施し
ております。
　ご質問のサービス事業の拡大につきましては、ただいま申し上げたとおり、福祉需要の多様化に対応すべく多岐に
わたりさまざまな高齢者福祉サービスを実施しており、現行の高齢者福祉サービス事業の充実と継続を第一に考えて
おりますが、社会情勢や地域の特性のほか、高齢者のニーズの変化に対応したサービスを提供し、高齢者福祉の充実
を図り、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくりに向けて現行サービスの検証、見直しを含め今後と
も検討を加えてまいりたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　建設部技監。
〇建設部技監　金田芳一君　（登壇）　大きな２、市内道路の維持、管理、補修についてご答弁申し上げます。
　砂川市が管理を行っている道路延長は、平成２０年４月１日現在で約２３８キロメートルであり、道路の安全と維
持管理に努めているところであります。ご質問の市内外の民間事業者などと協定を結び、道路情報の協力、連携体制
を構築することについてでありますが、現在の道路状況の把握につきましては、職員による恒常的な道路パトロー
ル、市役所関係部局との連携や外勤職員からの連絡、町内会や住民からの情報提供、道路の維持補修等を施工してい
る業者からの連絡などにより、現場の現場状況の確認を行い、安全を確保した上で補修方法を協議し、速やかに対応
を行っている状況でありますが、道路の安全な維持管理には多くの情報提供が必要なことから、今後においてはさら
に民間事業者からも情報提供をお願いすることについて協定の締結も含め検討してまいりたいと考えておりますの
で、ご理解をいただきたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　経済部長。
〇経済部長　栗井久司君　（登壇）　大きな３、農商工連携による地産地消の発展拡大についてご答弁申し上げま
す。
　初めに、（１）と（２）については関連がございますので、一括してご答弁申し上げます。国が定めた食料・農業
・農村基本計画に基づく地産地消とは、食料自給率の向上に向け重点的に取り組むべき事項として位置づけられてお
り、地域で生産されたものを地域で消費するだけでなく、地元農産物による消費者との交流活動を通じて生産者と消
費者を結びつける取り組みであります。これにより生産者と消費者の間に顔が見えて話ができる関係が生まれ、さら
に地域農業と関連する産業の結びつきにより地元農産物や地場商品が購入され、地域経済の活性化が図られるものと
されております。主な地産地消の取り組み事例としては、直売所や量販店による販売、学校給食、病院や福祉施設、
外食店舗等による利用などが挙げられます。当市における具体的な地産地消の活動を申し上げますと、北光地区の農
村女性グループの方々による安心、安全なとれたてで顔の見える対面販売による新鮮野菜の直売所があり、また他の
農村女性グループによる農産物に付加価値をつけた野菜ジュース類を市内の量販店などで販売しております。地元中
心街にあるスーパーでは、地元農産物の朝もぎとりたてコーナーが設置されており、学校給食の食材にも食育の観点
から地元の農産物を数多く取り入れており、学童の体験学習としてジャリン子農園を毎年開設し、作付、収穫などの
農作業を通じて農業について親近感を得る取り組みなどもされております。さらに、病院や福祉施設においても地元
卸売市場から地元の農産物を購入するなど、地場産品への愛着心や安心感から地産地消の普及が図られております。



　次に、生産者である農業者と消費者である市民との対話、交流における当市の事例を申し上げますと、北吉野地区
に北海道から施設建設費の助成を受けて果樹園地内に市民との交流ができる施設を設置し、あわせてリンゴの木のオ
ーナー制度を実施している方や同じく助成を受けて一の沢地区に地場の畜産加工品の食材を使用したレストラン経営
を行っている酪農家や景観作物のラベンダーを利用し、観光客に地元農産物を販売されている農業者など、農村地域
へ目を向けるさまざまな手法により消費者への取り組みをされている方々がおりますので、農業が地域経済の活性化
に果たす役割は大変大きいものと考えております。お尋ねの新たなにぎわいの創出としては、農業者及び生産者団体
と商店会の連携を図るため、中心市街地活性化基本計画に基づき空き店舗を活用した地元農産物や特産品の販売を行
い、中心市街地の憩いの場とにぎわいを創出する中心市街地活性化事業の実施に向けて積極的に関係者と協議してお
ります。さらに、本年５月に農業と商業、工業等の産業間での連携促進法が施行されたことから、商工会議所青年部
と農協青年部の共催による農商工連携セミナーが実施されております。行政による積極的なかかわり方としては、既
に北海道経済産業局と協議の上、来年２月に地域密着型とする農商工連携に関する説明会、相談会を当市で開催する
方向で検討されているところでありますので、ご理解願いたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　武田圭介議員。
〇武田圭介議員　それでは、再質問に入りますけれども、まず１点目の高齢者福祉サービス事業の件からです。ま
ず、総論的なお話として、現状等を踏まえての答弁をいただきました。私も調べてみましたけれども、正直知らなか
ったのですけれども、調べているうちにわかったことで、実は砂川市の高齢者福祉サービス事業というのはほかの自
治体と比べると割と、割とと言ったら変な言い方ですけれども、充実しているのだなと。ほかの自治体よりも一歩先
に進んでいるということは、調べているうちにわかったのですけれども、ただ質問の前段で申しましたように、少子
高齢化がやっぱり進んでいまして、市内に住む高齢者の方がふえてきていると。そうなったときに当然先ほどの答弁
の中でもこれからのお年寄りのニーズとか、生活体系とか、社会、地域の特性の変質ですとか、そういったことを踏
まえて常に検討を加えていきたいというお話だったのですけれども、この中でも今ある事業にさらに何か付加してで
きるものがないかなと思って、今の再質問の中でちょっと提案というか、ほかの自治体でこんなことがやっているの
で、うちのまちでもできないだろうかという事例を紹介します。
　これは、佐賀県の伊万里市というところなのですけれども、ここは介護保険の枠組みから漏れているところでし
て、認知症の高齢者介護のところなのですけれども、軽度な認知症については今介護保険の適用というものはたしか
受けられないなというふうなものがありましたので、その辺を含めて答弁の中で正確なものをいただければよろしい
のですけれども、結局付き添いや介護家族の負担軽減や認知症の在宅移行を目的として、現行の介護保険の中の訪問
介護には見守りなどの軽度なサービスがなくて、そのすき間を埋めることで家族の負担、介護負担の軽減や在宅での
見守りの進展を目指すといったものなのです。これは、ただ単にこういったサービスを行うというだけではなくて、
実はこのサービスを行うに当たってうちの砂川市にもあるようにシルバー人材センターの方に委託をしたと。つまり
今６０歳以上の方でも比較的というか、かなりお元気な方がいっぱいいらっしゃる中でそういった方々の何か生きが
いというか、収入的にはそんなに結びつかなくてもこの介護とそういった方々の高齢者の生きがい、それはうまく結
びつけられるような何かができないのかなということで、今はこれ一つの例ですけれども、そういった趣旨で何か砂
川市としても考えられないかというようなことで高齢者福祉サービスということに、今いる６０以上の方が多いわけ
ですから、市内の人口でも、そういった方をうまく使えないかという趣旨での再質問です。そういったことについて
行政としてどのようにお考えになりますかという質問です。
　それから、２点目の道路のほうでありますけれども、これは先ほど協定の締結を含めて検討していきたいというこ
とで非常に前向きな答弁をいただいてうれしい限りなのですけれども、ここでの話は例えば北海道内であれば白老町
で、事業名、事業者名は出せませんけれども、コンビニの店舗、複数のコンビニの店舗と協定を結びまして、例えば
同じまちの中でも雪の降り方によっては差がありますから、その雪が積もるところの位置関係、位置関係によっては
除雪が行き届かないといったところもあるわけで、そういったものを民間のコンビニさんとかから情報をいただいて
即座に対応すると。あとは、民間事業者でいえば運送業ですとか、今民間事業になった郵便局さん、そういった方と
の連携で日常の夏場の道路維持管理、あるいは冬場の雪の堆雪、堆雪というのですか、その雪の除雪状況と雪の堆雪
状況がどうなのかというような情報の連携がとれないかという趣旨の協定なので、協定の具体的な中身についてすぐ
に締結するとかという話にはなりませんけれども、先ほど答弁の中で情報収集は大いに必要だということだったの
で、そういう趣旨を踏まえてそういうことを含めて総合的にまた話し合いの場というものが持たれないでしょうかと
いうことを再質問でお伺いいたします。
　それから、３番目の農商工連携についてでありますけれども、これは昨年９月の議会でも一般質問で行いまして、
砂川の活性化ということでやはり農商工連携について触れています。その中でいろいろ答弁いただきまして、砂川
は、砂川の農業の特色というものも答弁をいただきまして、非常に都市型農業でバラエティーに富んでいると。うち
は養鶏と、これから養豚もできますし、それから稲作もあって、果樹もあって、あと畑作ですか、タマネギのような
畑作みたいなものもありますし、こういったものの地産地消というのは常日ごろからいろんなところで言われている
のですけれども、これはどうしても砂川市内で消費しようと思えば限界が来てしまうのです。私が今回質問した趣旨
は、地産地消の発展拡大ということでもうちょっと大きな、空知だったら空知でもいいですし、北海道だったら北海
道でもいいのですけれども、ちょうどトヨタ自動車をイメージしていただければよくわかるように、海外から部品を
調達して日本で加工して世界に輸出すると、それがまたすごい付加価値がついて飛ぶように売れていくわけなので
す。ですので、地元の砂川にこだわることはもちろん大切です。ですが、砂川ではどうしてもとれない作物等もあり
ますし、そういったものをいろんな自治体間の協力でもいいし、民間事業者さんとの協力でもいいのですけれども、
やはり農商工に今度行も入って一体化して盛り上げていかないと、地域の衰退というのは歯どめがかからないと思う
のです。一つの例としては、ずっとことしの６月議会で米粉の話をしました。米粉のお菓子については、先ほどの新
聞報道等で何かケーキができるとか、今注目を浴びていますけれども、これも現在米をつくっている稲作農家さんが
米粉にそのまましてしまうと、やはり所得の向上にはつながらないというところがあるのです。ただ、これも地元の
働きかけで今言ったようにいろいろと加工業を発展させることによって付加価値をつけることは十二分に僕は可能だ
と思うのです。例えば一例ですけれども、これも一例ですけれども、今主食用米という形でほとんど生産出荷してい
ます。これを例えば余剰米からでも、余剰米からのスタートでもいいのですけれども、飼料用米ということで、これ
から上原ファームさんといったような養豚業も来ますから、そういったところに飼料用米として出荷することによっ
て豚肉の質の向上とか、これは実際に岩手県の遊佐町というところで飼料用米を食べさせたところの豚を出荷すると
肉質が向上したという事例があるものですから、そういった研究なんかも情報というのは行政に早く入ってきます
し、情報、その行政での情報の伝達というものをうまく生産者さんや生産者団体さんに提供するという取り組みも必
要となってくると思うのです。そういった意味での地産地消の発展拡大、うちにないものについてをどのように取り
入れて、うちのまちで例えば加工業の新規出店ですとか、加工業の誘致ですとか、そういったことも総合的に含めた
行政としてのバックアップ、支援体制についてどのように考えるか。先ほどのご答弁の中で砂川市内で随分といろん
な動きがあって経産省の初めての説明会みたいなのも開かれるといったことなので、これを機にさらに一歩一歩前進
する、いわばこういう財政状況やピンチのときだからこそ皆さんが一丸となっていろいろと新しいアイデア、今まで
にとらわれないアイデアで攻めの姿勢が私は必要だと思うのです。決して財政状況が厳しいからとか、そんなことは
できるわけがないからとか、守りに入ってしまえば、これは何も先に進まないので、そういった相互連携ということ
も今の行政の枠組みでは難しいかもしれませんけれども、何がしかやっぱりできることがあるのではないかと。先ほ
どの話し合いも含めてそうなのですけれども、そういったことに一歩踏み出してみるというお考えはないかどうかと



いうことを再質問として、まずその辺はお伺いします。
　再質問終わります。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長　井上克也君　高齢者福祉サービスの拡大ということでただいま議員のほうから、伊万里市ですから、佐
賀県の伊万里市の取り組みといたしまして、認知症等により見守りが必要な高齢者というようなことで家族にかわっ
て見守りや、あるいは話し相手となることでというような事業の紹介もありましたけれども、このサービスと同様な
形で砂川市でも実施しておりますのは、現在社会福祉協議会で実施しております市民ふれあいサービスというのがご
ざいます。この事業につきましては、市社協で平成１１年度から実施しております。内容的には、そういった方の話
し相手、こういったことも含めて買い物に同行したり、あるいは外出の介助をする、このようなお世話等、有償ボラ
ンティアでしているという事業がございます。これについて社会福祉協議会のほうでも力を入れていまして、昨年
度、平成１９年度にはご案内のパンフレットを作成して全戸に配布してこの制度の周知といいますか、お知らせに努
めたところであります。この事業をちょっと紹介いたしますけれども、平成１７年、１８年ごろは１０名、１１名の
そういった利用でありましたけれども、平成１９年度には２１名の方が利用されているという状況であります。これ
につきましては、時間数でそれぞれサービスを提供しておりますけれども、利用時間数についても相当伸びていると
いう状況であります。このサービスを提供している方につきましては、現在３１名の方が登録されていて、このサー
ビスに対応しているという状況であります。お話の中では、こういった事業を伊万里市ではシルバー人材センターに
委託をして、それぞれセンターに登録されている方が生きがいを持ってそういった福祉サービスに当たっているとい
うお話もありましたけれども、この提供会員、ここにつきましては社協のほうでもこの有償ボランティアの輪を広げ
て少しでもこういった社会福祉事業に参画してもらうということで募っておりますけれども、やはりこういった有償
ボランティアで当たられる提供会員の皆様の中には、やはりその高齢者福祉というようなサービスの提供にやっぱり
自分として生きがいを持ってそういう提供会員になられているということもございますし、またこの提供会員に限ら
ず、それぞれの町内会、地域においては周辺のこういった対象となるような、そういう高齢者がいれば、進んでその
お世話をしたりというような状況もあると思います。いずれにいたしましても、現在砂川市ではシルバー人材センタ
ーに委託をしてというよりも、むしろこういった社協で取り組んでいる事業が年々拡充しておりますので、これらの
事業をさらに充実させていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　建設部技監。
〇建設部技監　金田芳一君　道路の情報の提供について事業者と話し合いの場を設けれないかというふうなご質問で
ございますけれども、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、砂川市が管理しております道路延長、膨大なものです
から、道路職員のパトロールだけでは安全な維持管理はちょっと無理なところがありますので、町内会とか事業所等
から多くの情報を提供していただき、安全に管理を行っているのが現状でございます。したがって、今後先ほど議員
さんがおっしゃいました事業所等々の検討を加えまして、今後話し合いの場を設けるような形で検討してまいりたい
というふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　経済部長。
〇経済部長　栗井久司君　何点かに分けてご質問あった件につきましてご答弁申し上げたいと思います。
　地産地消の活動としては、従来農産物の直売所が代表的なものとしてとらえておりましたが、実際に今各イベント
会場でさまざまな創意工夫がされておりまして、それぞれで盛り上がっているわけでございますけれども、地場農産
物の加工、販売、イベント会場での外食、食料具材に地元農産物の利用など、その活動内容は多彩でございます。
　農商工連携に果たす行政の役割でございますけれども、１次産業の農業者と２次、３次の中小企業者との接点とい
いますか、きっかけづくりというものが行政の大きな役割分担ではないかと思っています。その後は、それぞれが営
業活動に入っていただきたいと考えております。例えば安心、安全な農産物をいかに売り込むか、また安価で良質な
農産物をいかに安定的に購入し、原材料を調達するか、その後の製造、販売など消費者に提供できる販売ルートの確
立をそれぞれ企業レベルでの協議が重要であるのではないかと思っております。行政が仲立ちした後は、民間同士の
合意、契約等によりまして農商工の連携による事業が展開していくのではないかと思っております。
　それから、地元のほしのゆめ１俵を原料に米粉を利用して特産品とするお菓子づくりということで新聞記事等でつ
い最近報道されたのですけれども、砂川のお菓子組合で現在試験研究でございますが、その原料であるお米につきま
して、ただいま上原ファームさんのほうの豚肉の質の向上に飼料米ということでご提案ありましたけれども、これら
お菓子、米粉につきましてもその飼料米につきましても生産者価格だとか、それらの販売価格など今後検討課題もご
ざいますので、十分関係者と検討していかなければならないのでないかと思っております。
　それから、先進地の地産地消の事例などを参考にして整理してみますと、いろいろな形でどのような展開があるの
かとか、またどのような方向性があるのか、それからこれらの事例については地域が取り組むのに非常にヒントにな
ると考えてございます。地産地消の取り組みは、直ちに、すぐに効果が発生するというものではなくて、長く続ける
ことが大切であると思っております。そういうことで、地場農産物を消費者の方に選んでもらえるよう、根気よく運
動を継続的に進める必要があるのではないかと思っております。今後とも優良な事例の情報収集、情報分析を進める
必要があると思っていますので、先進地の事例を参考に農商工連携に関する調査研究を続けてまいりたいと考えてお
ります。
〇議長　北谷文夫君　武田圭介議員。
〇武田圭介議員　それでは、まず道路のほうからですけれども、道路のほうは非常に前向きな答弁いただきましたの
で、ぜひともそういった話し合いを通じて市内の道路維持管理というものに今まで以上により一層、今までもそうで
すけれども、目を配っていただきたいなというふうに、意見として終わります。
　それで、高齢者のほうなのですけれども、なかなか今の中では財政状況も厳しいですし、新たに事業をふやすこと
もどうなのかなというのも確かにわかるのですけれども、１回目の答弁いただきましたように、やはり高齢者といっ
てもいろんなニーズがいろいろとあるものですから、個人の価値観も変わってきていますし、社会の特質も変わって
きているので、そういったことを常に把握するような状況というのはいろんな機会、本来の高齢者福祉に限らず、市
の方がいろんな形で高齢者と接するときにいろんな悩み相談等を通じながらそういった情報を収集できる体制を庁内
でも確立していただきたいなと思いますので、その辺についてどうなのかということをお伺いしたいのと、あとここ
にいる私も含めて、ここにいる皆さんもそうですけれども、やはり年齢というものは重ねていっていつかは老いてい
くものですから、ここで、もし市長、今までのやりとりの中でうちのまちの高齢者福祉ということについて、何か具
体的な事業やれという話ではないです。高齢者福祉について何かお考えがあるとか、高齢者の福祉に対してこう思う
というようなことがあれば、この機会に市長の思いをちょっとお伺いしたいなというふうに思います。
　それから、３点目の農商工連携のほうですけれども、今質問と再質問でいろいろと答弁いただきました。その中で
やっぱり地場産の活用ということはやっぱり第一に置くのは、もちろん当然なわけでありますけれども、その中でも
っと最初の答弁でもありましたように消費者と生産者との交流があってもいいのかなと。生産者の方というのは、当
然なりわいとして農業を営んでいるわけですから、決して遊びでつくっているわけではありません。自分たちの生活
がかかっているので、所得の向上に結びつかないことというのはなかなか大変だと思うのです、お願いするのも。で
すが、もうちょっとやっぱりせっかくこの議会の中にも農業を営んでいる議員さんも複数いらっしゃいますし、農業
委員会の会長さんもいらっしゃいますから、行政としても話しやすい側面はあると思うので、もっとそういった一般
の市民ですね、一般の市民と生産者である方に人間の根源である食、食についての関心を高めてもらう。本来的であ
れば、小さいころからの食育ですとか学校教育の話になるのでしょうけれども、その辺はちょっと触れられませんか



ら、触れないこととして、そういった何か経済的なもののつながりとして相互理解を促進しながらそういうイベン
ト、交流の場というものが考えられないのかどうかということです。
　それと、私が想定した農商工連携というのは、やはり内にこもっている地産地消と連携だけでは限界が来てしまう
と。そうではなくて、今規格品外というものも結構都心のスーパーとかではやはり日本の農産物というのは高く売れ
るのです。ただ、それが出荷するためにはある程度の単位数がそろっていないと出荷もできませんし、なおかつそれ
を運ぶコスト、輸送コストの面と、それを保存しておくための技術、まさに保存するような技術と、それから移動す
るに当たっての輸送時間を減らす等の技術が工業の分野での連携と、それから生産するほうはもちろん農業の連携で
すし、流通と物販を行うということは商業の連携にもなってくると思います。あとは、そういったいろんな情報を収
集して、ちょっと行政の役割から本来的には離れてしまうのかもしれないですけれども、語弊を恐れずに言えば、砂
川ぐらいのまちでやはり一番企画部門が充実しているのは市役所なのです、情報収集体制等もあって。そういったと
ころでの情報の投げかけ、発信というのは、新たな行政サービスとして私はそういったことを行ってもいいのではな
いかなというふうに思うのです。そういったことについて、もちろん皆さん方が一生懸命やっているのは十分見てい
ますので、わかっていますけれども、さらに砂川を思う気持ちをもっと前面に出して何か協力できることがあればど
んどん協力していっていただきたいと。行政という枠組みに必ずしも縛られることなく、もちろん違法なものとかは
だめですよ。そうではなくて、まちがよくなるのであれば、そういった連携というのはできるような限りでお手伝い
していくのが新たな行政サービスとして私はあってもいいのかなというふうに思いますので、その辺についてのお考
えだけを再々質問としてお伺いいたします。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長　井上克也君　ただいま高齢者のそれぞれの個人の価値観から求める、あるいは必要としているサービ
ス、そういったものの需要もいろいろあるのではないかと、そういう意味ではいろんな機会を通じてそれらの高齢者
のニーズというものを十分やっぱり把握をして確立する必要があるのではないかというお話であります。この点に関
しましては、各町内会会長等で組織しております町内会連絡協議会、あるいはこの町内会の中での福祉部会、そして
福祉担当の方のお集まり、そういったお集まりの中で地域の身近ないろんな高齢者の問題、あるいは市としてしなけ
ればならない課題、そういったものも十分話し合われているようでございますし、また老人クラブ連合会、こういっ
たところからもそういった高齢者福祉の意見、要望等もございます。これら十分そういった関係機関と協議しなが
ら、そのニーズに即した提供をどのように拡充していくのかということも協議、検討を加えてまいりたいと考えてお
りますので、ご理解を賜りたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　市長。
〇市長　菊谷勝利君　（登壇）　ご質問いただいたのでありますけれども、今やこの日本は世界の１位にある長寿国
になっておられる。人生８０年時代を迎えているというのと同時に、砂川においても今６５歳以上の方が３人の１人
の時代に来ている。ある意味では、地方自治体がこれからどういう目標に向かっていくかというと、高齢者の方々が
長らくこの砂川に住んでいただいて、今後とも楽しく生きがいをどう持っていくかがやっぱり政治の責任の分野では
ないのかなというふうに思っておるのです。そういう意味で今市民部長が言ったように、現在やっているものが本当
に高齢者の方々が生きがいを持って、それを喜んで享受しているかどうか、受けているかどうかという問題もあるわ
けでありまして、今後改めてこの第６期総合計画の中でも今内部でもいろいろ検討しておりまして、いわば無料化が
いいとか、そういう福祉的な問題よりもどうやって生きがいを感じるかというところに視点を当てた新しい政策等も
考えなければならない、そういうところに来ているのではないだろうかなと思います。今すぐこれこれというもので
はないけれども、十分今後とも検討を加えながらやっていきたいと思っております。
〇議長　北谷文夫君　経済部長。
〇経済部長　栗井久司君　地産地消の運動としての推進ということで、現状では消費者と生産者の相互理解というも
のが必ずしも十分ではないということから、今後生活のスタイルだとか食生活が大きく変化していることを踏まえま
して、消費者と生産者が相互に理解を含め信頼関係が構築できるようにコミュニケーションといいますか、そういう
ものを強化していく必要があると思っております。これらコミュニケーションの場というものが情報交換の場になる
わけでございますが、市内で開催されているいろいろなイベント、これらに新しい顧客の掘り起こしというような大
きな観点から生産者と消費者、それら情報交換の場だとか、顔が見えて話ができる関係づくり、こういういろいろな
もののニーズを合致させる機会を踏まえて市内で開催されるイベントなどに情報の交換の場づくりということで行政
側としても一緒になって連携していきたいなと思っております。砂川市内で自給自足的な地産地消ではなくて、価値
観が多様する現在にふさわしい形で地産地消を広げていくというものも十分必要だということで考えてございますの
で、今後も地産地消に幅広く弾力的に構えて推進する必要があるということで考えております。
〇議長　北谷文夫君　１０分間休憩します。
休憩　午後　１時４４分
再開　午後　１時５６分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を開きます。
　一般質問を続けます。
　飯澤明彦議員。
〇飯澤明彦議員　（登壇）　通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。
　１点、除排雪について市の見解を伺います。１２月に入り、雨が降ったり雪が降ったりという中ですけれども、例
年のことながら雪に覆われる時期となりました。当市においては、一定量の降雪があると速やかに除雪が行われ、周
辺市町の中では際立って道路環境が保たれていると考えます。その中で大雪等の場合、市内一斉排雪により対応する
場合があります。
　そこで、以下の点について伺います。１つ目として、近年の一斉排雪の状況について。２つ目、一斉排雪の１回当
たりの概算の費用と道路の延長について。３つ目といたしまして、住民と民間業者の自主的な個別排雪契約を行って
いるところがありますけれども、その状況についてをお伺いいたします。
〇議長　北谷文夫君　建設部技監。
〇建設部技監　金田芳一君　（登壇）　除排雪についてご答弁申し上げます。
　初めに、（１）、近年の一斉排雪の状況についてでありますが、市内一斉排雪は車道に堆積した雪山により必要な
道路幅員の確保が困難となり、交通障害や市民生活への影響が懸念される状況になった場合に、主要幹線道路及び住
宅密集地域を対象に道路状況を見ながら年に１回程度市内７業者の協力を得て一斉排雪を行い、交通網の安全確保を
行っておりますが、近年では平成１８年度、１９年度の降雪量が７メーター以下と少なかったため、直営による日常
の排雪作業で十分対応が可能であったことから、過去２年間は一斉排雪を行っていない状況であります。
　次に、（２）、一斉排雪の１回当たりの費用と道路延長についてでありますが、降雪量の状況で排雪費用に違いが
出てまいりますが、幹線道路等を中心に一斉排雪を行うと１回当たり約３，５００万円の費用が必要となります。な
お、一斉排雪の道路延長は約４０キロメートルであります。
　次に、（３）、住民と民間業者の自主的な個別排雪契約の状況についてでありますが、個別排雪契約は個人と民間
業者で契約を行っていることから、すべての契約状況を把握することは困難ではありますが、市内一円で広く個別排
雪を行っている民間業者に聴取いたしましたところ、その業者の契約世帯数は約１２０世帯で、町内会単位での契約
世帯数が最も多い地域で約５０世帯であり、他の地域については５世帯から１０世帯の契約となっているところであ
り、また契約内容につきましては１２月中旬から３月上旬にかけ、約１０回の排雪運搬を行い、契約金額は一冬１世



帯当たり４万８，０００円程度で行っているとのことであります。
〇議長　北谷文夫君　飯澤明彦議員。
〇飯澤明彦議員　近年の一斉排雪の状況、また１回当たりの概算費用、そしてまた民間業者の個別排雪の契約につい
てそれぞれ答弁があったところでございます。一斉排雪については、主要幹線道路を７つの業者で行っている。そし
てまた、一斉排雪の１回当たりの概算費用といたしましては、４０キロほどの延長を約３，５００万円ほどで行って
いると。そしてまた、民間業者の個別の契約はすべては把握していないけれども、業者としては１２０世帯、町内で
５０世帯、またそれぞれには５世帯から１０世帯のところが多いというようなお話でありました。現状といたしまし
て、先ほども申しましたけれども、周辺市町から見ても非常に充実していると考えております。現在の除雪のやり方
にとっても数年前から見ますと公園等の空き地、また市有地、遊休地等を積極的に活用しながら除雪しているのかな
というようにも見受けられております。そして、その中で地域住民の生活環境がしっかりと保たれているということ
でございますけれども、しかしながら積雪による交通障害ですとか、除雪の雪により必要な道路幅員の確保ができな
い状況が起こった際には、ほぼ同時期に苦情の電話ですとか、いろんな連絡が入って対応に苦慮しているのでないか
なというようなことも推察しております。ある程度幅員が確保されている道路、また歩道なんかも設置されている道
路については、除雪の雪の堆積場が確保されているというように考えますけれども、幅員の狭い道路、これについて
は積み上げる場所の確保も困難なのかなというふうに考えております。
　除排雪の委託料については、ちょっと決算書のほうを見てみたのですけれども、平成１５年には１億６，４５０
万、１６年には１億６，７５０万、そして１７年で１億５，５００万、そして１８年、これ排雪しなかったというこ
とでありますけれども、１億９５０万で、１９年が同じく排雪しなくて１億１，１００万というような状況でござい
ます。これ決算だけを見ると、排雪をやった年、そしてやらなかった年というのは４，５００万から５，５００万程
度排雪委託料に差があるのかなというように考えます。先ほど答弁にありましたように、１回当たりの一斉排雪の経
費は約３，５００万ということでございますけれども、これ決算だけを見ますと４，５００万から５，５００万違う
ということで、仮に１回当たりの経費が大ざっぱに４，０００万円といたしますと、一斉排雪の道路延長が４０キロ
でありますから、１キロ当たり１回の排雪で約１００万円になろうかと思います。これ割り返しますと、１００メー
トル当たりでは約１０万円になるのかなと、計算になりますけれども。近年民間の排雪請負のチラシもたまに目にす
ることもありまして、金額にばらつきありますけれども、先ほど来の報告では一冬当たり４万８，０００円というよ
うなことでございますけれども、市民の中にもかなり浸透してきているのかなというふうに考えております。私の家
の近くでも実施しているところがございまして、そこでたまたまちょっと聞いてみたところ、交差点から交差点まで
約１００メートルぐらいの区間でありますけれども、ここかなり道路幅も狭いところでございます。その約１００メ
ートルの市道で沿線の１０軒、これはもう右も左もということで連檐した１０軒なのでありますけれども、月額４万
円というお話でございました。月額４万円で３カ月の契約を結んでいると、そういうような状況でございます。これ
は、当然のことながら沿線の住民が自分たちの生活環境を守りたいということから、住民が納得した中でみずから費
用を負担して実施していると。当然ながら市の負担はありませんし、逆にそのことによって間違いなく砂川市の負担
が軽減されているのかなというふうにも考えます。そのようなことから、住民が自主的に排雪を行っているような路
線については市の排雪経費が軽減されていることにかんがみまして、排雪に係る経費の一部、これ１回当たり４，０
００万円ぐらいかかっているということですけれども、住民の自己負担への助成をすることで経費節減と、またより
よい住環境の整備が図られるという効果を官民協働の事業として実施してはどうかと考えているところであります。
　これやみくもに何でも助成するというようなことでお話ししているわけではなくて、あくまでもやっぱりルールで
あったり、基準なんかも必要になってくると思います。あくまで例えばのお話ですけれども、道路延長でいえば５０
メートル以上なければだめだよとか、１００メートル以上なければだめ、当然のことながらこれ連檐していなければ
まずいと思います。受益戸数についても５戸以上集まって初めていいよとか、１０戸以上であればいいだろうとか、
あと助成の額、これについては延長によって出すのがいいのか、月額１００メートル当たり１万円がいいのかとか、
またかかった経費の３分の１がいいのか４分の１がいいのかだとか、いろいろ想定はされるわけでありますけれど
も、あくまでも個人の契約だけ、個人の契約も認めてしまいますと契約者が歯抜けの状態というのも想定されます。
これ住民が１つの路線で全部まとまった中でやることが住民のトラブル等の火種もなく、隣近所の合意があって初め
て対象となるというようなことでやっていけば、ある意味地域のコミュニティーの育成なんかにもつながるのかなと
いうふうに考えています。本来であれば、町内会とかそういった既存の団体が単位でやるのがベターだとは思います
けれども、かなり範囲の広い町内会等もございます。私の町内会なんかも高速道路から国道をまたいで、そしてかん
がい溝までとかなり広範な町内になっておりますので、そういったところでは町内会の単位というのは難しいのかな
というように思いますし、道路沿線の住民の協力さえ整えば、そういったことで１００メートル単位ですとか、５０
メートル単位という中で実施すれば効果も上がるのかなというふうに考えております。
　ここで、ある程度事業効果という部分でちょっとお話をさせていただきたいのですけれども、ある程度の、先ほど
もお話ししましたけれども、幅員が確保されている道路なんかは除雪の雪の堆積場が確保されているというところで
すけれども、狭い道路は積み上げる場所の確保も非常に難しいということで住民が自主的に排雪契約を行うことによ
りましてそのようなケースが解消される可能性はかなり大きいのかなと、そのように考えます。さらに、住宅の密集
地では、同時期に建てられた住宅なんかが密集しているところも多くございまして、高齢化が進んでいる地域がござ
います。これについては、定期的に排雪等を行うことによりまして冬道の安全で安心して生活できる環境が整う、本
当に高齢化進んでいるところにおいては除雪する体力等も年々なくなっているというような話も聞いてございます。
運動がてらに除雪をやっているのだという方もいらっしゃいますけれども、なかなか年々厳しくなっている状況も聞
いてございます。
　また、一斉排雪、これ昨年、一昨年と行わなかったということでございますけれども、そういった年は市の負担は
それをやることによって増加することになろうかと思います。しかしながら、住民の安全と快適な冬の生活が確保さ
れるということを考えますと、大雪の際には定期的な排雪を行っていることによりまして除雪の道路幅員も確保され
ますし、費用対効果といたしましては効果があるのかなというように考えています。現在除排雪を請け負っている業
者は、個人も含めて２０社程度あるというように聞いてございます。これがもし市のバックアップ等が確立されれ
ば、民間企業にとっても営業に力が入りますし、一斉排雪ではなくて、冬期間の安定した雇用につながる可能性もあ
るのかなというふうに思っています。また、原則助成対象の路線には排雪は入らないというような約束事をすれば、
一斉排雪の総延長が減少することになります。そのことによりまして、一斉排雪も時間の短縮ですとか、また経費の
節減につながるのかなというふうに思ってございます。これ私が勝手に計算、机上で計算した数字なのですけれど
も、仮に一斉排雪の延長、現在４０キロというようにお話ありましたけれども、これが１０キロ減少するということ
になりますと、４，０００万円ですから、１，０００万円程度の経費の節約となります。１０キロの減少ということ
は、仮に１００メートルの路線であれば１００カ所、１００カ所助成対象となりますと、１カ所仮に４万円で３カ月
の契約をしているという団体に月１万円助成いたしましょうということになれば、１カ所３万円ということで、１０
０カ所ですから、額にすると約３００万円ということになりますから、１０キロ仮に延長が減少すると１，０００万
円の経費節減ということで、３００万円を助成するとなれば、結果７００万円の財政効果、この市の歳出減になるの
かなと。これは、単純な机上での計算でございますから、いろいろ難しい部分もあろうかと思いますけれども、そう
いった３００万円助成することによって、これが実際には市の負担３００万、住民の負担がその３倍とすると９００
万ということで、そうすると１，２００万円程度の経済の効果も見込めるというような単純な計算でございますけれ
ども、出てくるのかなというように考えます。依頼の件数も先ほどのお話の中で相当数民間業者と直接契約している



というようなことでございますから、住民の需要もかなり高いのかなというように思ってございますし、これから本
当に先ほどの高齢化率３０％以上というようなこともございました。そういったことで一斉排雪がいつ来るかともわ
からないものを待っているというよりは、住民みずから自分の出した費用の中で自分の家の前の道路がきれいになる
ということが望まれているということですので、これがうまく機能すれば市の財政にとっても地域の安全、交通環境
の確保にとっても一石二鳥の効果ではないかなというように考えます。また、そのことによりまして市民の苦情なん
かもかなり減ってくるのかなというように思ってございます。ぜひ住民みずから除排雪事業に取り組む際の砂川市の
支援策を検討してはと考えておりますけれども、そのような考えがないかどうかお聞きいたします。
〇議長　北谷文夫君　建設部技監。
〇建設部技監　金田芳一君　個別排水、個人が民間業者と契約して行っております個別排雪の助成という質問でござ
いますけれども、議員さんおっしゃるとおり、この個別排雪の契約の路線延長が多くなれば多くなるほど一斉排雪の
費用は節減になろうというふうなことは考えられますけれども、先ほど議員さんからもお話がありましたし、私のほ
うからも答弁いたしましたとおり、平成１８年と１９年度、これ降雪量が少なくて一斉排雪を行った事例があるこ
と、ほかの年も排雪を行っていない時期があると、年があるというふうなことで記憶しておりますけれども、そうい
った事例があること。また、この仮にですよ、仮にこの助成を行った場合には原則そこには一斉排雪は、排雪は入ら
ないというふうなことが原則になろうかと考えますけれども、大雪が降った場合、近年でいいますと平成１７年の３
月、１月の３１日に強風を伴って５８センチの雪が降ってございます。これだけの雪が降りましたら災害になります
ので、当然その助成を行った路線にも排雪を入らなければならないと。排雪の対象路線にもすべて含めて排雪を入ら
なければいけないといった状況も起こる場合も想定されます。また、先ほど議員さんのほうから交差点から交差点、
１０軒程度というようなことでお話ありましたけれども、市から助成をしても個人の、個人からのそういった持ち出
しもあるものですから、果たしてその沿線の住民の方からすべて協力を得られるのかといった問題もあろうかとござ
います。この助成については、いろいろとその問題があろうかというふうに考えますので、今後の除雪事業の課題と
いうことで今後調査研究してまいりたいというふうに考えますので、ご理解をいただきたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　飯澤明彦議員。
〇飯澤明彦議員　今ほどなかなかいろんな問題があって厳しいのですけれども、今後の除雪の課題として検討したい
というような答えもございました。なかなか本当に住民が一致してやるというのは、難しい問題を抱えていると思い
ます。そしてまた、費用対効果の部分も未知数な部分もございます。しかしながら、この除雪の問題というのは、一
生つき合っていかなければならない課題でもあるのは事実でございます。これ今すぐ実施ということではございませ
んけれども、来年度、またそれ以降に向けて住民が自主的に排雪契約等をしている状況については随時確認ですとか
検証をしていただきまして、コストが減る大きな可能性を秘めていると、そしてまた除雪の事業者の冬期の安定した
仕事の確保にもつながるのかなというふうに考えてございます。行政と住民のパートナーシップ、そしてまた協働事
業として検討の余地があるものと思いますので、以上を考慮していただきまして、ぜひ検討していただきたいと考え
ております。
　以上で終わります。
〇議長　北谷文夫君　中江清美議員。
〇中江清美議員　（登壇）　それでは、一般質問をさせていただきます。
　病院問題についての質問であります。平成２２年の開院に向けて建設工事が始まり、毎日の工事の進みぐあいを市
民の方々も大変関心を持って見守っています。市民の声として、他の自治体病院の開院後の経営不振問題、この辺で
いえば深川の市立病院とか留萌の市立病院などですが、それに関連しての事柄、また建物が立派になっても安心、信
頼して診てもらえるか、高度医療機器に対応できる医師はどのぐらいいるのだろうかなど、期待とともに不安を抱い
ている方もいます。
　そこで、以下のことを伺います。１点目として、砂川市立病院は幸いにも医師、看護師の配置数は満たされていま
すが、患者数が減少している、そういう要因はどこにあるのでしょうか。
　あと、現在の患者数と病床数の利用率で推移するとしたら、今後の経営的な面ではどのようなことが想定されるの
でしょうか。
　あと、２点目には、通院患者の薬を院外処方になりましたが、そのことで病院としてのメリット、デメリットにつ
いてお伺いします。
　３点目に、看護師として経験の長い人に対して高度医療に対応するための新しい知識習得の研修機会は十分あるの
かをお伺いします。
　４点目には、新卒の看護師の定着率と各科ごとの看護師の経験年数における構成比についてをお伺いします。
　あと、最後に、がん対策基本法が２年前に制定されまして、早期発見から治療、療養、みとりまで切れ目のない医
療を築くというがん治療の理想像がうたわれております。地域がん診療連携拠点病院として指定を受けている砂川市
立病院でこのがん対策基本法の理念に向けてどの程度実施されているのかをお伺いします。
〇議長　北谷文夫君　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　小俣憲治君　（登壇）　大きな１、病院問題についての（１）から（５）につきましてご答弁
申し上げます。
　まず、（１）の患者数が減少している要因及び現状の患者数と病床利用率で推移した場合に経営的にどのようなこ
とが想定されるのかについてでありますが、患者数の動向分析につきましては非常に難しいところでありますが、当
院の１１月までの延べ入院患者数は９万３，４０８人で、前年同期と比較しますと３，９７８人、４．１％の減少と
なっておりますが、実患者数では７，６０２人で、前年同期と比較しまして１３２人、１．７％の減少となっており
ます。また、平均在院日数は、前年同期と比較して１日の減少となっており、これらのことから平均在院日数の減少
も入院患者数の減少に影響しているものと考えているところであります。同様に１１月までの延べ外来患者数は１７
万２，０８２人で、前年同期と比較して２，７７９人、１．５％の減少となっておりますが、実患者数では９万１，
０１６人で、前年同期と比較して１５５人、０．２％の減少にとどまっております。この要因としては、被保険者の
負担増による受診抑制及び長期投薬などによる来院回数の減少が影響しているものと考えているところであります。
　次に、現在の患者動向と病床利用率で推移した場合の経営状況でありますが、平成１８年度以降全国的、全道的に
も患者数が減少している状況を踏まえ、この間の収支状況は好転していないことから、本年につきましても大変厳し
い状況が予想されます。
　次に、（２）の院外処方に移行したことによる病院のメリット、デメリットについてご答弁申し上げます。当院で
は、一部の科において発行しておりました院外処方せんを厚生労働省の指導による医薬分業制度の推進を図るため、
本年１０月より外来で診察を受けられた患者様に全面的に院外処方せんにより保険調剤薬局で薬の受け取りをお願い
したところであります。病院のメリットといたしましては、院外処方に伴い調剤業務が減少したため、新たに薬剤師
の２交代制を導入し、救急及び入院患者等に対する調剤の２４時間対応ができたことから、この分の診療報酬に係る
各種加算の算定が可能となったところであります。あわせて、抗がん剤のミキシング業務、注射薬の混合であります
が、これらの開始、入院患者に対する服薬指導業務の拡大等により診療報酬に係る加算も得られたところでありま
す。デメリットといたしましては、薬価差益の減収、外来患者に対する当院での服薬指導ができないなど、一部患者
サービスの低下が考えられますが、このことにつきましては保険調剤薬局が対応しているところであります。
　次に、（３）の経験の長い看護師の知識習得のための研修機会についてご答弁申し上げます。平成１９年度におけ
る看護職員の研修は、院内、院外合わせて８２研修で、８４６名の参加を得て実施しております。研修内容は、一般



研修の接遇から専門研修まで広範囲にわたることから、年間の研修計画を立て実施しており、認定看護師の資格取得
等につきましても派遣研修として行っております。ご質問の経験の長い人に対する研修機会でありますが、当院の看
護職員研修計画では初任者からレベルごとの研修を計画し、具体的には平成１９年度は院内研修として呼吸理学療法
を安全、安楽に実践するための呼吸療法、呼吸理学療法テクニカルナース研修、静脈注射を安全、安楽に実践するた
めの静脈注射テクニカルナース研修などを実施しており、それぞれの中堅職員である看護職員が受講しております。
また、診療科単位の研修や全看護職員を対象とした研修を実施することにより、中堅職員に対する研修機会を確保し
ているところであります。
　次に、（４）の新卒の看護師の定着率と科ごとの看護師の経験年数における構成比についてご答弁申し上げます。
まず、新卒の看護師の定着率でありますが、１年以内における離職者の状況から平成１９年度の定着率は９５．２％
となっており、全国平均の９１．６％より定着率は高くなっております。
　次に、課ごとの看護師の経験年数における構成比でありますが、主な部門といたしまして外来診療棟は５年未満が
２５．３％、５年から１０年未満が２２．９％、１０年から１５年未満が７．３％、１５年以上が４４．５％となっ
ており、産婦人科の第１病棟では５年未満が４８．１％、５年から１０年未満が２２．２％、１０年から１５年未満
がゼロ％、１５年以上が２９．７％、脳神経外科の第５病棟では５年未満が５２．８％、５年から１０年未満が１
９．４％、１０年から１５年未満が１１．１％、１５年以上が１６．７％、内科の第７病棟は５年未満が５４．５％
、５年から１０年未満が１８．２％、１０年から１５年未満が９．１％、１５年以上が１８．２％、小児科の第１０
病棟は５年未満が４７．８％、５年から１０年未満が８．７％、１０年から１５年未満が１７．４％、１５年以上が
２６．１％となっており、病棟全体では５年未満が４９．６％、５年から１０年未満が１０．３％、１０年から１５
年未満が１１．０％、１５年以上が２９．１％となっている状況であります。
　最後に、（５）の地域がん診療連携拠点病院としてがん対策基本法の理念に向けてどの程度実施されているのかに
ついてご答弁申し上げます。この法律に基づくがん対策は、次の事項が基本理念として掲げられております。１つ目
は、がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的または総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診
断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。２つ目は、がん患者が
その居住する地域にかかわらずひとしく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるようにする
こと。３つ目は、がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるよ
うがん医療を提供する体制の整備がなされることとされております。当院は、この基本理念のもと医師を初め看護
師、薬剤師、放射線技師などは専門的ながん治療を行うための知識や技能の習得、育成を図り、さらにその医療技術
者が協力して治療に当たる体制の構築やがん患者さんとその家族が可能な限り質の高い療養生活を送れるよう緩和ケ
ア提供体制の整備及びがんの罹患、転帰、その他の状況把握、分析に必要ながん登録の推進などに重点を置き、取り
組んでいるところであります。平成１８年１０月にがんの窓口相談としてがん診療支援窓口相談、平成１９年５月に
は電話による相談を受けるためのがん相談ダイヤルをそれぞれ開設するとともに、市民を対象としたがんに関する一
般的知識の普及と予防及び意識の向上を目的にがんに関する市民公開講座や地域の医療機関及び保険調剤薬局との連
携を目的とした中空知がん診療ネットワーク協議会や患者会を開催するなど、積極的に取り組んでいるところであり
ます。がん対策基本法の理念に向けた体制整備は、非常にハードルが高い状況にありますが、今後におきましてもが
ん患者さんとその家族の方々への積極的なかかわりと地域の関係機関との連携に努めるとともに、がん対策のより一
層の推進と充実を図ってまいりたいと考えております。
〇議長　北谷文夫君　中江清美議員。
〇中江清美議員　いろいろご答弁ありがとうございます。１点目の減少、患者数がいずれも外来、内科とも減少して
いる、その動向分析は大変難しい。確かにそういう部分では難しいというふうには思うのですが、病院として押さえ
ていることは受診抑制もあるのではないかと。これは、診療のいろいろ改定がありましたから、そういうものにかか
わるものと、それから投薬が多く、３カ月とかできるということをおっしゃられているのですけれども、端的に言い
ますと、現在の一般病床は４０８床ですよね。それで７７％の利用率を単純に計算すると、４０８床のうち約３１４
床の利用ということで９４床があいているということになりますね。９４床があいている状態というのを想像します
と、これは大変なことだというふうに思わざるを得ないのです。確かに局長も全国的に患者数は少なくなっている、
これは本当にそのとおりです。どこの病院も患者数少なくなっているということです。それと、やはりこの以前にも
お話ししました、いろんな機会にお話しさせていただいたのですが、入院患者のほうからしてみると、本当にあと
一、二日おいてもらえればというような、例えばそういうことも考慮してもらいたいというような患者側の声がある
のですが、そういう点からしましてこのベッド、この９４床があいているということに対する認識というのは病院側
としては、例えばお医者さんサイドではどのようにとらえているのかお伺いします。
　それと、在院日数を短くするということがこれからの診療計画の中でもそういうことがうたわれているわけですけ
れども、その在院日数を短くすることで診療報酬の増につながるということは、入院する患者数がちゃんといてベッ
ド数がうまく回転しての話なのです。それで、患者数そのものが減少していますとベッドの利用率がうまく回転して
いかないと思います。
　それで、ちょっとここでお伺いしたいのですが、７対１看護導入されまして、これは以前の１０対１看護のときよ
りも４０８床との関連で診療報酬上どのようになるのか、要するに医療報酬が１人当たり１０対１から７対１にした
ことでどのぐらい上がっていて、それで１日当たり病院としてどのぐらいの金額が収入として入るのか、そういうも
のがどういうふうに経営的なものに作用されているのかということをちょっとお伺いしたいと思います、２回目に
は。
　それで、２点目の厚労省の指導で調剤関係は、通院者の、通院患者さんは調剤薬局でということになってきて、そ
れでメリットとしては薬剤師さんが２交代制で、要するに２４時間必ずいる体制がとれるということと、あと救急外
来の方たちに対しても適切な調剤をできるということが可能になったということというふうにとらえましたが、それ
と入院患者の服薬指導ということではどの程度まで、その点数に加算される内容というのはどういうものなのか、今
までそういった指導はどなたがされていたのかということなのです。その辺をお伺いしたいと思います。
　調剤件数、１９年度は入院分９万４，４３４件、外来分が２７万３，５８５件です。件数としては、約３分の１の
ようになっております。ですから、薬剤師さんがいろんな仕事につくことができるというのはこの点からもわかるの
ですけれども、その辺でどういう指導、今後指導をされていくのか、その辺をお伺いします。
　それと、３点目の中堅看護師さん、看護師の長い人方というのは、医療が、本当に最近の医療は目まぐるしく、高
度な技術、知識が要求されると思いますので、そういうものに常に対応していく、そういう時間的なものというのは
保障されているのかということなのです。それで、病院の中ではいろいろなレベルの、レベルというか、の方、看護
師のレベルに合わせた研修を行っているということなのですが、私以前に患者さんからすごく中堅の方がやめられて
いくというお話を伺ったことがあって、それで患者サイドでいけばそういう方がいなくなるということに対してすご
い不安感を抱いていた、そう印象を持っているものですから、それで今医療の現場に長くいるということはそれだけ
の知識とかいろんな患者対応も身についていて、それで経験も豊富ですごく人材としては看護師としてはやはり大事
な存在だと思うのですが、現在いろんな職場の中でＩＴ化が進んでいます。そういうもので、現在進行しているＩＴ
化についていくのが大変でやめられるという看護師さんもいるということも伺っていましたので、その辺もどのぐら
いそういったことでやめられる方がいるのか。それと、もしそういう経験者、ＩＴ関係にはなかなかなじめないのだ
けれども、いろんな人間的にはすばらしいものを持っている看護師さんもたくさんいると思いますので、そういう経
験者の配置、そういうふうなことがなされているのかなということで４点目の構成比率ということで聞いて、お伺い



をしたのですが、新卒者１年以内９５％ということでは、１９年度の新卒者、たしか就職した方は１７名いるのです
が、その方たちのほとんど１年間は定着されているというふうに、という答弁でした。それで、新卒の方と、若い方
と年齢いった方たちがうまくチームプレーをして看護に当たらなければならないというのがやはりすごく、どこの職
場でもそうだと思うのですが、チームワークというのですか、そういうものをとるためのやっぱり年齢構成というの
が大事かなというふうに思っております。それで、平均的な経験年数見ますと、ほぼ年代別に分布されて構成されて
いるということではそんなに、その科によってはちょっと偏りがあるのかもしれないですけれども、そういった意味
では経験年数としてはそういった形で配置されているのかなというふうにお伺いをしました。それで、その点では本
当に先ほどのＩＴ化についていくのが大変でやめられた方というのがどのぐらいいるのかなということではちょっと
ご答弁いただきたいというふうに思いますし、時間的な、研修の時間ちゃんと確保されているのかということです。
　それと、次、５点目に、今がん患者さんが全国的に５０万ぐらいになるというぐらいふえている一方なのです。そ
れで、がん対策基本法というのも現場のお医者さんだとかがん患者の方、家族の方から押されてやっと国が法律を決
めたという中身で、その理念というのは先ほど局長のほうからお話しされたのですが、簡単に言うと早期発見と、そ
れから治療、それから療養、そして最後に終末ケアをどのようにその人の最期をみとるかということを切れ目のない
医療というのががん患者の基本的な理想、根本的な理想像としてうたわれているのです。それで、今一番、この間Ｎ
ＨＫのテレビでやっておりましたが、「さまよえるがん患者」というか、すごく、タイトルで報道されていたのです
けれども、まず今大変治療が進んで治る見込みのある方も多くがん患者さんの中にはいますけれども、やっぱり年齢
がいってがん患者になった人はなかなか治癒が難しい。ですから、終末期と呼ばれる方がやはり年齢、高齢化ととも
にそういった患者さんがふえてきているということで、今そういう終末期のケアに対する重要性というのですか、そ
れとやはり充実というのがすごく今後も求められるし、また今現在もそういったことでの要望というのは結構多いの
です。それで、今国はがん対策基本法を制定したのはいいのですけれども、その根本になる医療費が削減政策を進め
ていますから、環境整備が整わないということがあるわけで、この砂川の場合は高度な治療を行う拠点病院ですか
ら、もう末期の方で治療法がなくなったら出ていってもらわなければならないわけです。いつまでもみとれないとい
うこの砂川市の病院の状況だと思うのですけれども、でも砂川市には市内に例えばホスピスとか、そういう個人的、
個人病院として訪問治療というか、訪問介護して見るところとか、そういったまだネットワークが構築されていない
と思いますので、そういう国の財源的なものから環境が整備されていない、そういう状況の中で砂川の市立病院とし
てこの拠点、がん拠点病院として実際にどの程度まで実施、早期発見、治療、それから療養、終末期のケアというこ
とではどの程度かかわりを持てれるのか、その辺を５点目の面ではお伺いしたい、そのように思います。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　中江清美議員の２回目の質問に対する答弁は、休憩後に行います。
　１０分間休憩します。
休憩　午後　２時４７分
再開　午後　２時５８分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を開きます。
　一般質問を続けます。
　中江清美議員の２回目の質問に対する答弁を求めます。
　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　小俣憲治君　それでは、何点かにわたりましてご質問ありましたので、順次ご答弁申し上げた
いと思います。
　まず最初に、入院の関係でございますけれども、１０対１から７対１看護に移行したことによりどのぐらい増収さ
れたのかということでございます。これにつきましては、点数的には２８６点で、いわゆる患者数を掛けますと月約
２，６００万円ほどの増収になっているということでございます。ただ、全体的に昨年度と比較しましては、今年度
におきましてもやはり稼働率が非常に悪いというご指摘も受けました。ただ、これについては先ほど回転数、回転
率、それから在院日数の問題もあります。当然在院日数についても昨年より１日程度縮まっておりますから、この分
も影響しているということではございます。当然そうなりますと、全体の経営的なところにも、それにプラスアルフ
ァで患者数が全体減っておりますから、その分がちょっと落ち込んでいるという状況には一応あります。ただ、議員
さんがおっしゃられましたように、何とか在院日数におきましても１日や２日延長というお話もございましたけれど
も、これはあくまでも治療方針にのっとってやった結果としての数字でございます。すべてが１４日というわけでは
ありませんけれども、ある程度クリニカルパスが、いわゆるこれが推進されたことによってそれぞれの診療が縮まっ
てきた経過もございますので、ただこれについては、果たしてその治療内容そのものが本当にこのパスのとおりいく
のかどうかについては、個々の先生の判断も非常にあるものですから、そういうことでは単純に延ばすとか、そうい
うことはできませんけれども、そういうことも考慮しながらいろいろ検討していかなくてはいけないかなというふう
に思っています。ただ、病院の経営全般につきましては、院長、それから各部門の先生にも今の実態というような医
療のあり方等については日々協議しているところであります。そういう中で、先ほど申しましたように、この入院の
減少ということも含めて一応協議はしておりますが、もう一点、満床になるというよりは、病院そのものは男女別で
男の方、女性の方、それから小児、それから婦人科というふうに診療科は１８診療科ございますけれども、その中の
対応となっておりますので、１００％ということはございませんけれども、単にもう一つは急性期医療を担っている
ということもございまして、ある程度の空床部分も必要というふうな考えも持っております。ただ、これについては
もっとふえてもいいのかなというふうには一応考えておるところではございます。
　それと、院外処方の関係で服薬指導はどうなのかということでございます。これについては、服薬指導は現在第２
病棟、第３病棟、第４病棟、第７、第１１と５つの病棟について服薬指導を行っています。これは、いわゆる入院患
者様の薬物の治療のサポートを行うと。いわゆる処方された薬について、これについてチェックしながらこの副作
用、作用等について十分説明を行いながら、入院から退院まで安心して薬物の治療を受けていただくということで行
っております。
　それから、３つ目といたしまして、看護婦としての長い経験者に対する研修もあわせてお話ありましたけれども、
この中で基本的には研修については、院内研修においては一応基本的には時間外で研修を行っております。皆さんが
多く出れるということを含めて時間外に研修やっております。ただ、院外で行われる研修については、当然出張、公
務扱いということになりますので、基本的には院内についてはできるだけ時間外にやっているということでございま
す。
　それと、ＩＴ化により、これらが進んだことによりなれない患者、看護婦がやめていったのではないかというよう
なお話もございました。これについては、私どもで何人がやめたということでは把握しておりませんけれども、た
だ、今の若い世代含めまして、年配の方も含めまして家庭でパソコンいじっている方も非常におります。多くござい
ます。そういう中では、ちょっと当初ＩＴ化進めた段階では非常に厳しい状況はあったにしろ、最近ではほとんどな
れまして、これに基づいてＩＴ化が進んだから退職にということではお伺いしておりませんので、ご理解賜りたいと
思います。
　それと、がんの関係でございます。終末期医療の関係になりますけれども、当然当院では急性期が終わりますと、
いわゆる患者さんの、それから家族の意向によりまして在宅、それから次の施設、いわゆる看護ステーションに頼ん
だり、いろんなことをやっておりますけれども、ただ私たちががんの基本計画に基づいてこれらの体制を構築すると
したら、先ほど委員さんが言われたとおり、最終的に終末期、いわゆるここの部分についてはもっともっとネットワ



ークを強化して進めていかなくてはいけないかなというふうには考えております。ハード的な部分ではなく、いわゆ
るソフトの部分をもうちょっと充実させるべきかなというふうには一応考えております。
　もしか答弁漏れありましたら、ご指摘お願いします。
〇議長　北谷文夫君　中江清美議員。
〇中江清美議員　すべて病院関係ですので、３回目は全体的なことでお伺いしたいと思います。
　病院の退院は、主治医、担当医がその治療の状況を見て決めるということは、以前にもその答弁はお伺いしている
のです。ただしかし、現実として病床の利用率が先ほど言ったような形でやっぱり推移すると、局長もおっしゃって
いたように、経営上大変であると、大変厳しいと。今でも一般会計から６億５，０００万ぐらいですか、病院に繰り
入れしていますよね。ですから、そういうことでやはり全体的な、病院だけの問題でなくて砂川市全体にかかわる問
題として、これは砂川市の病院の中で何とか努力して、お医者さんにやはりその辺の在院日数のやはり少し延ばす、
延長させるとか、そういうやっぱり努力というのですか、別に不正をやるというのではなくて、やはり患者さんの中
ではもう少し病院にいたいという方も結構いらっしゃるし、そういうことを以前にも私質問したときには、患者さん
の経済的な負担になる、そういうことも考えてというようなことをおっしゃっていましたが、患者から申し出ている
ということはそういう負担も考慮して、患者さんというのはやはり年いって例えばいろんな、家に帰るにしてもいろ
んな環境状況がありますから、そういった意味での、昔のような長くだらだらいるというのではなくて、いろんなや
っぱり急性期終わって治療始まる段階で少しやっぱり、もう少しちょっと病院にいて体をならしたいとか、そういう
願いに対してはやはり市立病院としては取り組めれるのではないかなというふうに思うのですが、その点ちょっとお
伺いしたいと思います。
　それと、看護師の研修は、いろいろ時間外にも行っているということで、ＩＴ化のいろいろな導入当時から見たら
それぞれ皆さん努力されているということもお伺いしまして、そういった部分では少し流れというのが出てきている
のかなというふうに思っております。
　それで、局長、先ほどある程度の空床は必要というふうに言っていますが、この９８、７７％の利用率というのか
ら見るこの空床というのはその必要以上のものと思われないのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。
　それと、がんの終末期のケアについてですが、１つ、そのハードの面、いろんな整備の面ではやはり国のいろんな
政策的なもので準備しなければならないものというのはたくさんこれからあると思うのですが、ソフトの面でやはり
がん患者さんのケアということではかなり精神的ないろいろケアも導入されなければならない、それがやっぱり終
末、緩和ケアの中身でもあると思うのです。やっぱり不安でいる患者さんに対してどう最期までその人に寄り添って
治療者と、医療者として寄り添っていくのかということなのだと思うのですが、そういうときにやはり必要とされる
のがマンパワーというか、本当に優しさ、患者さんの人間性に沿って言葉一つでもやはり考えて発するということが
必要でないかなというふうに思います。ということは、現在、最近のことで前にもちょっとお話ししたのですけれど
も、また違う例で、やはり終末の患者さん、がん患者さんで８０歳過ぎた方なのですが、その患者さんに対して、あ
んた、まだ生きていたいのかい、これがお医者さんの言葉だったそうです。そういうことを発する医師、お医者さ
ん、そんなにたくさんいるということではないのですが、一人でもそういうお医者さんがいてそういう患者さんにダ
メージを与えられたら、本当にこの病院のイメージというのがすごく悪くなると思います。そういうのは、１例では
ないのです。何例か聞いています。やはりどの患者さんもそうだと思うのですけれども、病院の医療行為されている
方に求めるのは本当に心のこもった優しい一言だと思うのです。そんな難しいこと要らないのです。本当に一言、言
葉遣いとかそういうものが、確かに技術とか知識とか、それからすばらしい器械がそろっても、やはりその接触の仕
方、それによってやはり私はあの病院に行こう、あの先生いるから診てもらおうとか、あの看護師さんがいるから行
くと、そういう患者さんがふえてくるようなやはり病院を目指すべきではないかなというふうに思います。その辺に
ついてのお考えをちょっとお伺いします。
　それと、もう一つ、終末期でなくて、がんの高度医療が終わっていろんな放射線治療とかする場合に一たんおうち
に帰りますよね。そして、また放射線の治療するときに再入院、そういう形で今治療が、がん治療というのは大体そ
ういう形で行われていると思うのですけれども、そういう場合に再入院、再々入院という、何日かずつなのですけれ
ども、その治療するために入院する際に保証人のサインがその都度必要とされるということを伺ったのです。それ
で、患者さんに本位の医療ということを言えば、この治療法というのはやはり何カ月かかかりますから、そのたびに
何日かの短期入院のために保証人のサインをもらわなければならないというのはやはり大変なことだと思うのです。
この辺でやはり改善の余地はないのかどうか、その辺をお伺いします。
　あとは、あとそれと若い看護師さん方は、いろいろな機器だとか現代の医学に対してはすごく前向きに取り組んで
いらっしゃると思うのですが、ただやはり医療というのは生身の人と接する行為ですから、やはりマニュアルに沿っ
たやり方というのですか、患者さんの顔を見ないでただ機械的にいろいろと物事を進めていく、例えば外来なんかで
も検査とか、そういうような声も患者さんのほうから上がっております。ですから、普通の個人病院に行きますと、
ベテランの看護師さんあたりはやっぱり顔色を見たり、やはり患者さんの目なんかを見ながら対応するということな
のです。ですから、その心遣いというのですか、やはり今の若い看護師さん方というのですか、そういう面ではマニ
ュアルどおりというか、やはり経験されてもとのベテランの看護師さんの中ではそういう声かけ、一声かけて、どう
なのとか、そういうようなことで対応するということもあるというふうに伺っているのですけれども、やっぱり若い
方に対するそういう患者さんに対する接し方というのですか、その辺もやはりそれこそ砂川の市立病院に行きたくな
るような、そういう接し方というのですか、そういう方、そういうことにやはり取り組む必要があるのではないかな
と思いまして、本当に２２年、新しい病院に開院なって、そして本当に医師、看護師さんの質も本当に高まって皆さ
んに安心、信頼される本当に病院になっていただきたいという思いで今回質問させていただきました。ご答弁お願い
します。
〇議長　北谷文夫君　市立病院事務局長。
〇市立病院事務局長　小俣憲治君　５点ばかり再々質問あったと思います。まず、１点目の入院日数の関係でござい
ます。ここにつきましては、基本的にその患者さんが必要とする治療を一定の期間で行うということでございますか
ら、安易に延ばすというようなことにもなりませんし、あくまでも医者の診断、治療している医者の判断ということ
でご理解願いたいと思います。
　それから、空床の関係につきましては、先ほど７７％ということになればかなりあいているということでお話しい
ただきました。確かに７７％になりますとかなり空床で、一応緊急時にする対応といたしましてはある一定のという
お話しさせていただきました。すべて三十何床、二十何床、何％が必要というわけではございません。ただ、大きく
今の医療の中で診療科ごとによって多少ちょっと違いがございまして、特に感染を要する治療を要する患者さんの場
合、特に４床部屋でも２床部屋でも１人で入院治療を行うというようなケースも多少ございます。そういうことも含
めて、そのためにあけているわけでありませんけれども、そういうことも一つの要因も一つあるということでご理解
賜りたいと思います。基本的に救急に対する入院につきましては、どの科であろうがどの病棟であろうがそこに入院
させていただくというのが原則では一応考えておりますけれども、一応科ごとのやっぱり対応がちょっと部分的に違
うということの要素はありまして、これについては本当に十分今後の検討、今後ともこの辺については空床のあり方
については検討していきたいというふうな考えを持っております。
　それから、緩和ケア、がん患者さんがいわゆる最終的に、医師の苦情等も含めていろいろとご指摘ありました。当
然議員さんのおっしゃるとおり、最終的にはケアが非常に十分なケアを行っていかなければ、いわゆる当院としても
がんの拠点病院としての役割果たさないかなというふうに思います。前回もお話ししましたけれども、医療行為につ



いてはお互いに納得した状態で行うことが基本というふうに考えております。こういうことから、今言われました患
者様や家族の方の提言につきましては、当然実態を把握しながら対応図っているところでありますけれども、今後に
ついてもそういう問題につきましては十分関係部門とも調整を行いながら問題にならないような医療を展開したいと
いうふうに考えております。
　それから、保証人の問題でございます。いわゆるがん治療をやる場合については、２週間入院して、また一定の期
間を置いてまた入院ということも再度繰り返すことになっております。当然こうなりますと事務手続上問題あります
ので、これについては再度どういう形がいいのかどうかについては一応検討したいというふうに考えております。
　それから、最後になりますけれども、看護の中でもいろいろ指導しておりますけれども、やはり患者さんとやっぱ
り対面しながら、目を見ながら、患者さんが何を訴えているかということも一つの課題でありますし、要するに目を
見ながらでも正直言って相手が何を訴えるかというのも一つの看護の一端でもありますし、これは医療の一端でもあ
ります。こういうことでは、こういうことも含めまして指導はしていきたいというふうに一応考えております。
　以上でございます。
〇議長　北谷文夫君　副市長。
〇副市長　小原幸二君　（登壇）　私のほうから総体的に病院の医業収支に係る問題についてご答弁申し上げたいと
いうふうに考えますけれども、今それぞれ議員さんからの質問を聞いておりました。私ども事務的なレベルで考える
と、全く中江議員さんの言われるとおりかというふうに考えます。私ども、この病院今まさに建設している最中でご
ざいます。この病院の建設についても当初はこの１月、２月に契約できるのかなというふうに考えておりましたけれ
ども、５月の７日、さらには２７日、最終的には８月の５日に入札決定することができました。そういう状況の中で
平成２２年に開院をするというような状況になりますと、この基本計画、病院の改築の基本計画でうたっている病床
の利用率、これについては８０％を超えなければ非常に病院の医業収支のバランスがとれないというような状況か
ら、やはりその８０％程度は何とか今の段階から確保していかなければ、一気にその確保する、医業収支のバランス
をとるというような形になってくると非常に難しい部分があります。そんなような状況の中から、私ども病院の事務
局のほうにはこの春ぐらいからしっかり病院の医業収支のバランスをとるようにというようなことで申し上げてまい
りました。
　しかし、今ここで指摘があるように、要するに患者さんの数が非常に減少しているというような状況にあります。
これは、砂川の市立病院だけでございません。全国的にこれは患者さんが減っているというような状況があります。
ことし北海道の優良病院である札幌の市立病院ですとか、岩見沢の市立病院、さらには旭川の市立病院、ことごとく
入院患者さんが減っているというような状況がございます。それで、この通常黒字病院であったこれらの病院につい
てもことしは非常に厳しいというようなことが言われております。そんな状況の中で、私どもも漏れなく患者さんが
減っているというような状況でございます。この病床の利用率を見てみますと、私どもも相当口を酸っぱくしてそれ
ぞれ言ってまいりました。そんな関係で一時７０％台をうろうろしていた部分が、少し最近になって病床の利用率も
上昇してきたというような状況がございます。私も正直申し上げて、病院長が市長の部屋に参りましたときに病院長
にも直接申し上げております。中江議員さんのおっしゃるように、患者さんがもう一日いたいと、そして病院がそれ
によって診療報酬がいただけるというような状況がもしあるとするならば、双方にメリットがあると。病院にとって
も診療報酬が入ってくると、患者さんにとっても一日でも不安を解消した中で退院をしたいというような状況があり
ますから、そういう部分があるのであれば、病床の利用率ももう一日置いておくことによって、置いておくと言った
らちょっと失礼ですけれども、いてもらうことによって病床の利用率も上がると、診療報酬も入ってくると。これ実
際問題としてＤＰＣ、包括診療との関連もございます。ある程度のＤＰＣ、包括診療の制限日数を超えると最初から
結局点数が低くなってしまうというような状況もありますから、このＤＰＣの範囲の中でこういう部分が可能でない
のかというふうにも話しております。病院長もしっかり理解しております。ただしかし、病院長、副院長だけでなく
て一般のドクターがいるというような状況の中で、これはあくまでも協力をお願いするというような状況しか実はご
ざいません。医師として、これはいかに病院長といえども医療行為についての命令という部分については非常に難し
いという部分がございますから、これはあくまでも皆さんが経営的な立場に立って考えていただくようにというよう
な状況でこれはご協力をお願いするというようなことで病院長もしっかり理解しております。そんな状況で、これ以
上経営的に非常に悪くなれば、病院長は医療従事者、ドクターも含めて人件費のカットもあり得るよというようなこ
とも言っております。しかし、これは簡単にそういう形に向いてもらっても困るというような状況がございます。し
かし、いずれにしても医業収支については今からバランスをとらなければ、２２年開院のときに一気に結局そこに解
決に持っていくという部分については非常に難しい部分もありますから、今のうちからそういうドクターを含めた医
療従事者の意識を改革していただきながら、そういう医業収支のバランスをとっていただくような方向に向けて努力
をしていただくというようなことで病院長にもしっかり話しておりますので、これからは幾ばくかよくなるのでない
かなというふうに実は期待をしているところでございます。
　それと、病院の医業収支を考えるときに、１０対１から７対１に実は看護師をふやしたというような状況もありま
す。そして、今言われる、ご指摘のあるように、病床の利用率が非常に悪くなっているというような状況があります
と、これは自然的にベッドがあいていると看護師さんもそれだけ結局労力を割かなくて済むというような状況があり
ますから、非常に非効率的というような状況になっております。ですから、ここら辺については、一気に患者さんを
ふやすというような部分についてはなかなか難しい部分がありますけれども、ここら辺については時間をかけなが
ら、先ほど言われるように病は気からでありませんけれども、やっぱり一言優しい言葉をかけてあげることによって
砂川の市立病院の価値観もまた上がってくるというような部分もあります。そんなような部分で患者さんが減ってく
ると医業の収入が下がってくる、医業収支に関する人件費率も上がってくるというような状況もありますし、さらに
は薬剤の材料の管理という部分もあります。いろんな部分がありますけれども、そんなような部分でいろんなことを
申し上げながら、病院自体の経営に対する姿勢を改めて病院長に申し入れしているというような状況もありますの
で、これから幾ばくかよくなっていく状況を期待しておりますので、ご理解をいただきたいというふうに考えるとこ
ろでございます。

　　　　◎延会宣告
〇議長　北谷文夫君　本日はこれで延会といたします。
                            延会　午後　３時２７分


